
 
令和６年度第１回佐賀県地域職業能力開発促進協議会次第 

 

日時 令和６年８月 28 日（水） 10:00～ 
場所 県庁新館 4 階 特別会議室 

 

 

１ 開 会 
 
 
２ 委員紹介 
 
 
３ 会長選出     

 
 
４ 議 題  

（１） 令和５年度及び令和６年度公的職業訓練実施状況について 
 
 

（２）令和６年度公的職業訓練効果検証について 
 
 

（３）令和６年度ハロートレーニング（職業訓練）に関するアンケート調査結果について 
 
 
（４）教育訓練給付制度による訓練機会の確保等について 

 
 

（５）意見交換ほか 
 
 
 
 
５ 閉 会  
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議 題 
 
 １ 令和５年度公的職業訓練実施状況について 
 
 ２ 令和 7 年度佐賀県地域職業訓練実施計画の策定方針（案）について 
 
 ３ 教育訓練給付金制度の指定講座の状況について（令和６年 10 月 1 日時点） 
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佐賀県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 

 

１ 目的 

佐賀労働局及び佐賀県は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号） 

第 15 条の規定に基づき、都道府県の区域において、地域の関係機関が参画

し、以下の事項について協議を行う地域職業能力開発促進協議会を設置す

る。 

① 職業能力開発促進法第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力

開発施設において実施する職業訓練（同法第 15 条の７第３項の規定に基

づき実施する職業訓練を含む。）及び職業訓練の実施等による特定求職者

の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規

定する認定職業訓練（両訓練を合わせて、以下「公的職業訓練」とい

う。）を実施するに当たり、地域における人材ニーズを適切に反映した訓

練コースの設定の促進及び訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改

善等 

②  雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 60 条の２第１項に規定する

教育訓練給付について、地域の訓練ニーズを踏まえた指定講座の拡大等 

   

２ 名称 

協議会の名称は、「佐賀県地域職業能力開発促進協議会」（以下「協議会」

という。）とする。 

 

３ 構成 

協議会の委員の構成は、以下に掲げる者（団体の場合は、団体が推薦する 
者）とし、佐賀労働局長が委嘱する。 
① 学識経験者 

 ② 労働者団体 
日本労働組合総連合会佐賀県連合会 

③  事業主団体 
佐賀県経営者協会 
佐賀県中小企業団体中央会 
佐賀県商工会議所連合会 
佐賀県商工会連合会 
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④ 教育・教育訓練機関等 
佐賀県専修学校各種学校連合会 

    佐賀県職業能力開発協会   
    株式会社ニチイ学館 
    独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀支部 

佐賀県立産業技術学院 
リカレント教育を実施する大学等 

  ⑤ 職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体 
⑥ 行政 

佐賀県     
  佐賀労働局   
⑦ その他関係機関が必要と認める者 
 

４ ワーキンググループ 

協議会は、協議事項の検討に必要なワーキンググループを設置することが 

できる。 

 

５ 会長 

① 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

② 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

③ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務

を代理する。 

 

６ 協議会の開催 

年２回以上の開催とする。 

 

７ 協議事項 

次に掲げる事項について協議する。 

①  公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓

練コースの設定に関すること。 

②   公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。 

③  キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び

向上の促進のための取組に関すること。 

④   公的職業訓練の実施にあたり年度計画の策定に関すること。 

⑤   地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度による訓練機会の確

保等に関すること。 
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⑥  その他必要な事項に関すること。 

 

８ 事務局 

協議会の事務局は、佐賀労働局職業安定部に置く。 

 

９ その他 

① 協議会資料及び議事録等については、協議会において申し合わせた場

合を除き、公開とする。 

② 協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第

15 条第３項の規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

③ この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

  この要綱は、令和４年 11 月 24 日から施行する。  

  令和６年２月 28 日 改正 
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公的職業訓練効果検証ワーキンググループ運営要綱 

 

１ 目的 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、適切

かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修

了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ

ュラム等の改善を図ることとする。 

 

２ 構成員 

（１） ワーキンググループは、以下に揚げる者を構成員とする。 

① 佐賀県産業労働部産業人材課 

② 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀支部 

③ 佐賀労働局 

④ その他関係機関が必要と認める者 

（２）構成員は、佐賀県地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）

の事務に従事する者として、正当な理由なく協議会の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。                                                                                                                             

 

３ 検証について 

検証手法は、公的職業訓練の訓練修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施

機関に対するヒアリングにより行うものとする。 

（１）検証対象コースの選定 

協議会で検証対象として選定された分野について、訓練修了者が比較的多い 

訓練コースを３コース程度（ただし、異なる訓練実施機関が実施するものとす

ること。）選定する。 

（２）ヒアリングの実施  

ヒアリング内容は以下の項目を必須とする。 

①訓練修了者へのヒアリング 

・訓練内容のうち、就職後に役に立ったもの 

・訓練内容のうち、就職後にあまり活用されなかったもの 

・就職後に感じた、訓練で学んでおくべきであったスキル、技能等 

②訓練修了者を採用した企業へのヒアリング 

・訓練により得られたスキル・技能等のうち採用後に役に立っているもの 

・訓練において、より一層習得しておくことが望ましいスキル、技  能等 

・訓練修了者の採用について、未受講者（未経験者）の採用の場合と比較し

て期待していること（同程度の経験等を有する者同士を比較。採用事例が  
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 ない場合は想定） 

③訓練実施機関へのヒアリング 

・訓練実施にあたって工夫している点 

・訓練実施機関が行っているキャリアコンサルティングの状況 

・訓練実施にあたっての国への要望、改善して欲しい点 

（３）ヒアリングを踏まえた効果検証等 

（２）のヒアリングを踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体において、 

訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべき内容につ 

いて整理し、訓練カリキュラム等の改善促進策等を検討する。 

（４）協議会への報告 

   ヒアリングを踏まえた効果検証等について、協議会に報告する。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年２月 28 日から施行する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  令和６年度 第１回佐賀県地域職業能力開発促進協議会 

資料№１ 

令和５年度及び令和６年度公的職業訓練実施状況について 



コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 5 29 29

営業・販売・事務分野 40 581 431

医療事務分野 6 132 78

介護・医療・福祉分野 12 25 18

農業分野 0 0 0

旅行・観光分野 0 0 0

デザイン分野 7 135 132

製造分野 23 290 183

建設関連分野 6 75 66

理容・美容関連分野 4 43 37

その他分野 5 61 71

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー

ス

）

基礎 5 69 63

合計 113 1,440 1,108

（参考）
デジタル分野

15 214 191

Ⅰ　ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度実績

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）

総計

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員に対する受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講者

数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子に

ついては中途退校就職者を加えている。

ただし、令和５年度末までに終了したコースについて集計。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義

別添１
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コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 4 10 10 140.0% 100.0% 100.0% 1 19 19 100.0% 100.0% 66.7%

営業・販売・事務分野 29 422 311 96.7% 73.7% 70.1% 11 159 120 81.8% 75.5% 69.5%

医療事務分野 6 132 78 72.0% 59.1% 77.8% - - -

介護・医療・福祉分野 12 25 18 128.0% 72.0% 100.0% - - -

農業分野 - - - - - -

旅行・観光分野 - - - - - -

デザイン分野 2 40 39 140.0% 97.5% 68.6% 5 95 93 175.8% 97.9% 51.7%

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

建設関連分野 - - - - - -

理容・美容関連分野 - - - 4 43 37 88.4% 86.0% 100.0%

その他分野 1 5 5 160.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 - - -

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー

ス

）

基礎 - - - - - - 5 69 63 104.3% 91.3% 73.1%

合計 54 634 461 96.7% 72.7% 73.3% 26 385 332 110.6% 86.2% 68.8%

（参考）
デジタル分野 6 50 49 140.0% 98.0% 72.5% 5 104 102 168.3% 98.1% 57.4%

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況①

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）
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分 野 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率 コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 - - - - - -

営業・販売・事務分野 - - - - - -

医療事務分野 - - - - - -

介護・医療・福祉分野 - - - - - -

農業分野 - - - - - -

旅行・観光分野 - - - - - -

デザイン分野 - - - - - -

製造分野 8 65 39 80.0% 60.0% 100.0% 15 225 144 72.4% 64.0% 90.7%

建設関連分野 2 15 14 153.3% 93.3% 100.0% 4 60 52 96.7% 86.7% 84.6%

理容・美容関連分野 - - - - - -

その他分野 0 0 0 - - - 4 56 66 128.6% 117.9% -

合計 10 80 53 93.8% 66.3% 100.0% 23 341 262 85.9% 76.8% 89.1%

（参考）
デジタル分野 - - - 4 60 40 73.3% 66.7% 82.7%

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況②
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コース数 定員 受講者数

施設内訓練 12 178 132

委託訓練 15 182 155

2 28 27

6 91 59

15 217 168

5 75 58

Ⅱ　佐賀県におけるハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績

求職者支援訓練

基礎コース

実践コース

合計

　　　　（参考）
　　　　デジタル分野

令和６年４月から６月末までに開始したハロートレーニング（離職者向け）の状況

総計

公共職業訓練 離職者訓練
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佐賀県立産業技術学院委託訓練

59

56

61

4

35 15 1 3

0

15

16

Ⅲ　在職者訓練の状況

Ⅳ　障害者等に対する公共職業訓練の実施状況

年度当初の
定員計画数

令和６年度（4月～6月） 0 0 0 0

令和５年度 28 8 1

令和４年度 656人 411人 245人 612人

令和４年度

令和５年度 860.5人 600.5人 260人

合　　計 知識・技能習得
訓練コース

実践能力習得
訓練コース

e-ラーニングコース
特別支援学校
早期訓練コース

令和６年度（4月～6月） 307人 234人 73人

695人

280人

公共職業訓練　 生産向上支援訓練

受講者数

佐賀職業能力開発促進センター
（機構佐賀支部）

佐賀県立産業技術学院

受講者数 受講者数

佐賀職業能力開発促進センター
（機構佐賀支部）

受講者数
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（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者

（２）訓練期間：概ね３月～１年（２年）

（３）給付金：雇用保険法に基づく各種手当

（基本手当＋受講手当（500円／訓練日）＋通所手当＋寄宿手当）を支給

※訓練を受講する場合、基本手当給付日数の延長措置あり

（４）実施機関

○国（(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀支部《ポリテクセンター佐賀》
・主にものづくり分野の委託訓練等民間では実施が難しい高度な訓練を実施

（CAD/ＮＣオペレーション科、住環境CAD科、電気設備施工科等）

【運営費】交付金

○佐賀県立産業技術学院（施設内訓練） ※高等学校新卒者も対象
・３４歳以下の高等学校新卒者や若年離職者が対象で、訓練期間は２年

・生産現場で即戦力となる若手・技術者を育成するためのものづくり分野の訓練

（具体的には、自動車工学科、建築技術・設計科、機械システム科等）

【運営費】交付金＋都道府県費

○委託先：民間教育訓練機関等（佐賀県からの委託）
事務系、介護系、情報系等高額な設備を要しない訓練を実施

【運営費】委託費：標準上限5万円／人月

※一部コースにおいて、訓練修了者の就職率に応じて委託費の額に差を設

け、就職へのインセンティブを高めている（1万円～2万円／人月）

離
職
者
向
け
（
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
実
費
負
担
）
）

（１）対象：在職労働者（有料）

（２）訓練期間：概ね２日～５日

（３）実施機関：○国（ポリテクセンター佐賀） 【運営費】交付金

○佐賀県立産業技術学院 【運営費】交付金＋都道府県費

在
職
者

向
け

公共職業訓練 求職者支援訓練

（３）給付金：職業訓練受講給付金

（月10万円＋交通費・寄宿手当（ともに所定の額））の支給

※本人収入が月８万円以下、世帯収入が月30万円以下等、

一定の要件を満たす場合

※※職業訓練受講給付金の支給対象とならない方も、

一定の要件（本人収入が月12万円以下、世帯収入34万円以下等）を

満たしていれば、通所手当のみ受給が可能。

（４）実施機関

○民間教育訓練機関等（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）
【運営費】訓練実施機関に対する奨励金

＜基礎コース＞受講者数に応じた定額制（6万円／人月）

＜実践コース＞訓練修了者の就職率に応じて奨励金の額に差を設け、

就職へのインセンティブを高めている（5万円～7万円／人月）

実践コースの主な訓練コース

・ 営業・販売・事務分野

・ デザイン分野

・ 理容・美容関連分野

（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（２）訓練期間： ２～６か月

ジョブ・カードを交付し、訓練実施機関（注：一部は職業紹介の許可を取得）と
ハローワークで連携して就職支援を実施。

佐賀県における公的職業訓練（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像

ジョブ・カードを交付し、訓練実施機関（注：一部は職業紹介の許可を取得）と
ハローワークで連携して就職支援を実施。
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＜参 考＞
新規求職者数の推移
１．年度別推移

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
新規求職者数 43,377 41,170 39,397 40,286 41,210 40,301

前年比 ▲ 3.1 ▲ 5.1 ▲ 4.3 2.3 2.3 ▲ 2.2 （参考：新規求人数の年度別推移）

２．直近１年間の月別推移
令和5年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 4月 5月

直近1年 3,656 3,352 2,933 3,141 3,228 3,128 2,870 2,537 3,889 3,552 3,466 4,775 3,492
前年同月 3,481 3,396 2,846 3,278 3,197 3,254 2,983 2,529 4,088 3,664 3,753 4,555 3,656

前年同月比 5.0 ▲ 1.3 3.1 ▲ 4.2 1.0 ▲ 3.9 ▲ 3.8 0.3 ▲ 4.9 ▲ 3.1 ▲ 7.6 4.8 ▲ 4.5

43,377 41,170
39,397 40,286 41,210

40,301

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

新規求職者数（年度別）

81,765
76,801

69,221
78,025

84,426 82,798

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

新規求人数（年度別）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

直近1年

前年同月
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雇用保険受給資格決定件数の推移

１．年度別推移
30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

受給資格決定件数 11,396 11,046 11,063 10,565 10,700 10,877
前年比 1.5 ▲ 3.1 0.2 ▲ 4.5 1.3 1.7

２．直近１年間の月別推移
令和5年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 4月 5月

直近1年 1,361 1,023 839 851 823 861 711 555 868 834 773 1,367 1,435
前年1年 1,153 871 777 906 841 852 707 553 842 787 871 1,379 1,361

前年同月比 18.0 17.5 8.0 ▲ 6.1 ▲ 2.1 1.1 0.6 0.4 3.1 6.0 ▲ 11.3 ▲ 0.9 5.4

11,396 11,046 11,063
10,565 10,700

10,877

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

受給資格決定件数（年度別）

0

500

1,000

1,500

2,000

直近1年

前年1年
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特定求職者数の推移

　　　

１．年度別推移
30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

特定求職者数 19,213 18,387 17,984 17,345 18,175 18,349
前年比 ▲ 1.5 ▲ 4.3 ▲ 2.2 ▲ 3.6 4.8 1.0

２．直近１年間の月別推移
令和5年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 4月 5月

直近1年 1,793 1,547 1,359 1,417 1,513 1,449 1,255 1,068 1,539 1,430 1,515 2,631 1,724
前年1年 1,643 1,605 1,244 1,428 1,467 1,510 1,305 998 1,533 1,468 1,616 2,464 1,793

前年同月比 9.1 ▲ 3.6 9.2 ▲ 0.8 3.1 ▲ 4.0 ▲ 3.8 7.0 0.4 ▲ 2.6 ▲ 6.3 6.8 ▲ 3.8

19,213 18,387 17,984
17,345

18,175
18,349

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

特定求職者数（年度別）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

直近1年

前年1年

※特定求職者とは

ハローワークに求職申込をしている方のうち、在職者と雇用保険受給資格者

以外となります。具体的には、雇用保険の支給が終了した方、雇用保険の受

給資格を満たさない方、新規学校卒業者で未就職の方、自営を廃業した方等
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  令和６年度 佐賀県地域職業能力開発促進協議会 

資料№２ 

令和7年度佐賀県地域職業訓練実施計画の策定に当たっての方針



訓練コースの重点化を図り、現下の求職者のニーズを踏まえた規模で人材を育成

実施状況
の分析

人材
ニーズを
踏まえた
設定

計画と
実績の乖離

応募倍率が高く、就職率が低い分野
（Ｒ５実績に該当する訓練分野 ）

「ＩＴ分野」、「デザイン分野」

・求人ニーズに即した訓練内容になっているか、
就職支援策が十分か、検討が必要。
・訓練修了者の就職機会の拡大のため、訓練修
了者歓迎求人等の確保に向けた取組推進が必
要。
・受講希望者のニーズに沿った適切な訓練を勧
奨できるよう、ハローワークの窓口職員の知識の
向上や、事前説明会・見学会の機会確保を図る。

訓練コースの開催時期と内容によって、
定員に達しないコースがある。
令和５年度も同様の傾向。

・公的職業訓練ワーキンググループでの効果検
証やハローワークの意見を踏まえた訓練コース
の適切な開講時期の設定が必要。
・受講申込締切日から受講開始日までの期間の
短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加に向
けた取組が必要。

デジタル人材が質・量とも不足
（デジタル田園都市国家構想総合戦略）

・パソコン基本操作が可能な人材を増やしつつ、
本格的なデジタル化に対応可能な人材を育成す
るコース設定も必要。

令和７年度佐賀県地域職業訓練実施計画の策定に当たっての方針(案)

※下線部が昨年度の方針から主に変更した内容。
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令和７年度佐賀県地域職業訓練実施計画の策定に当たっての方針(案)

●訓練認定規模455人（案）を上限とする。
●基礎コースと実践コースの割合 基礎:実践=30％程度:70％程度
●実践コースの重点を置く分野(全国共通分野)は、介護系、情報系、医療事務系で設定。
●地域ニーズ枠を少なくとも1訓練コース分設定。(ハローワーク武雄、鹿島の管轄地域)
●デジタル推進人材の育成確保のため、デジタル系訓練コースの設定を働きかける。

求職者支援訓練

＜方針＞ 1.短期コースを縮減 2.実践力を身につけるコース展開

●訓練規模 38コース（長期高度人材育成コース 7コース・知識等習得コース 31コース）、訓練者数640人を予定。
※ 令和6年度: 44コース、訓練者数 754人

●分野別 介護系（介護・医療・福祉分野）5コース、事務系（営業・販売・事務分野、医療事務分野）23コース、
サービス系（調理師）1コース、情報系（IT分野、デザイン分野）9コースを予定。

●新設 IT枠（IT初級・ビジネス実践科） 14コース

●廃止 「IT枠（IT初級～中級連続科）」14コース、「介護枠（介護員養成科・実務者研修）」1コース

●増減コース 「保育士養成科」２コース（１コース減）
「IT枠（DX推進スキル科）」1コース（１コース減）
「IT枠（デジタル技術活用科）」６コース（２コース減）
「医療事務枠（医療事務・調剤事務科）」２コース（１コース減）

●その他 県内各地で受講可能な環境整備
佐賀 24コース（増3）、唐津 3コース（減1）、鳥栖 2コース（増1）、伊万里 5コース（増減なし）、
鹿島 2コース（増1）、武雄 2コース（増1）、鳥栖or武雄 0コース（減3）、Free地区 0コース（減8）

委託訓練
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令和７年度　産業技術学院委託訓練実施計画（案）　

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1
介護福祉士養成科 (R6～） R6複 佐賀 介護系 24か月 2名

2
介護福祉士養成科 (R6～） R6複 佐賀 介護系 24か月 2名

3
保育士養成科 (R6～） R6複 佐賀 サービス系 24か月 6名

4
保育士養成科 (R6～） R6複 佐賀 サービス系 24か月 6名

5
保育士養成科 (R6～） R6複 鳥栖 サービス系 24か月 3名

6
栄養士養成科 (R6～） R6複 佐賀 サービス系 24か月 4名

7
高度デジタル人材育成科 (R6～） R6複 唐津 情報系 24か月 10名

8
【IT枠】　デジタル技術活用科 (R7.1～） R6複 佐賀 情報系 5か月 20名

9
【IT枠】　IT初級～中級連続科 (R7.1～） R6複 佐賀 事務系 4か月 20名

10
【医療事務枠】　医療事務・調剤事務・医師事務作業補助科 (R7.1～） R6複 佐賀 事務系 3か月 22名

11 【IT枠】　IT初級～中級連続科 (R7.２～） R6複 伊万里 事務系 4か月 20名

12 【IT枠】　IT初級～中級連続科 (R7.２～） R6複 鹿島 事務系 4か月 22名

13 【会計事務枠】　会計事務実践科 (R7.２～） R6複 佐賀 事務系 5か月 20名

14 【IT枠】　DX推進スキル科 (R7.3～） R6複 佐賀 事務系 4か月 20名

15 【IT枠】　IT初級～中級連続科 (R7.3～） R6複 佐賀 事務系 4か月 20名

1 介護福祉士養成科 R7複 佐賀 介護系 4月 24か月 2名

2 介護福祉士養成科 R7複 佐賀 介護系 4月 24か月 2名

3 保育士養成科 R7複 佐賀 サービス系 4月 24か月 7名

4 保育士養成科 R7複 佐賀 サービス系 4月 24か月 7名

5
栄養士養成科 R7複 佐賀 サービス系 4月 24か月 5名

6
高度デジタル人材育成科 R7複 佐賀 情報系 4月 24か月 5名

7 高度デジタル人材育成科 R7複 唐津 情報系 4月 24か月 5名

8 調理師養成科　　　　　　　　　　　　　　　 実習付 R7単 佐賀 サービス系 4月 12か月 7名

9 【IT枠】　デジタル技術活用科 R7単 伊万里 情報系 4月 5か月 20名

10 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 武雄 武雄or鹿島 4月 4か月 20名

11
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 佐賀 事務系 5月 4か月 20名

12
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 唐津 事務系 5月 4か月 20名

13 【医療事務枠】　医療事務・調剤事務・医師事務作業補助科 実習付 R7単 佐賀 事務系 5月 3か月 20名

14 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 鳥栖 事務系 6月 4か月 20名

15 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 伊万里 事務系 6月 4か月 20名

16 【IT枠】　デジタル技術活用科 R7単 佐賀 情報系 7月 5か月 20名

17 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 佐賀 事務系 7月 4か月 20名

18 【医療事務枠】　医療事務・調剤事務科 実習付 R7単 佐賀 事務系 7月 3か月 20名

19
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単 武雄 事務系 8月 4か月 20名

20 【会計事務枠】　会計事務実践科 R7単（R8単） 佐賀 事務系 8月 5か月 20名

21
【IT枠】　デジタル技術活用科 R7単（R8単） 伊万里 情報系 9月 5か月 20名

22 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科（短時間・託児付） 託児付 R7単（R8単） 佐賀 事務系 9月 5か月 20名

23 【医療事務枠】　医療事務・調剤事務・医師事務作業補助科 実習付 R7単 佐賀 事務系 9月 3か月 20名

24
【IT枠】　デジタル技術活用科 R7単（R8単） 佐賀 情報系 10月 5か月 20名

25
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単（R8単） 鳥栖 事務系 10月 4か月 20名

26 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単（R8単） 伊万里 事務系 10月 4か月 20名

27
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7単（R8単） 唐津 事務系 11月 4か月 20名

28 【IT枠】　中高年対象提案型 R7単（R8単） 佐賀 事務系 11月 4か月 20名

29
【IT枠】　デジタル技術活用科 R7複 鹿島 情報系 12月 5か月 20名 ★

30 【医療事務枠】　医療事務・調剤事務・医師事務作業補助科 実習付 R7単（R8単） 佐賀 事務系 12月 3か月 20名

31
【IT枠】　デジタル技術活用科 R7複 佐賀 情報系 1月 5か月 20名 ★ ★

32 【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7複 佐賀 事務系 1月 4か月 20名 ★

33
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7複 伊万里 事務系 2月 4か月 20名 ★ ★

34
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7複 鹿島 事務系 2月 4か月 20名 ★ ★

35 【会計事務枠】　会計事務実践科 R7複 佐賀 事務系 2月 5か月 20名 ★ ★ ★

36
【IT枠】　DX推進スキル科 R7複 佐賀 情報系 3月 4か月 20名 ★ ★ ★

37
【IT枠】　IT初級・ビジネス実践科 R7複 佐賀 事務系 3月 4か月 20名 ★ ★ ★

38 【医療事務枠】　医療事務・調剤事務科 実習付 R7複 佐賀 事務系 3月 3か月 20名 ★ ★

コース数 38 640名

訓練規模の目安数　754人程度
（うち長期コース　33人／短期コース　721人）

（うちデジタル分野　150人） 10 デジタル技術活用科 120 DX推進スキル科 20高度デジタル人材育成科

コ　ー　ス　名 契約 地区 分野 開始月

R6年度
から継続

定員

訓　　練　　実　　施　　時　　期

訓練期間

- 3 -



課題 実施方針

①応募倍率が低く、
就職率が高い分野がある。

「介護・医療・福祉分野」

・訓練見学会等への参加に係る積極的
な働きかけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた
受講勧奨の強化。

・特に委託訓練については、開講時期
の柔軟化、受講申込み締切日から受講
開始日までの期間の短縮、効果的な周
知広報の実施。

②応募倍率が高く、
就職率が低い分野がある。

「ＩＴ分野」
「デザイン分野」

・一層のコース設定促進。
・デザイン分野は求人ニーズに即した
訓練内容かどうかの検討。
・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。

③委託訓練の計画数と実績が
乖離しており、さらに令和４
年度は受講者が減少。

・開講時期の柔軟化。
・受講申込み締切日から受講開始日ま
での期間の短縮。
・効果的な周知広報の実施。

➃デジタル人材が質・量とも
不足、都市圏偏在がある。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

委託訓練について、都道府県に対し、開
講時期の柔軟化や受講選考期間の短縮、
各種SNS等による効果的な周知広報等に
ついて配慮を依頼。

ハローワークにおいて、デジタル分野の
適切な受講あっせん等に向け、訓練窓口
職員の知識の向上、訓練実施施設による
事前説明会・見学会の機会確保、訓練修
了者歓迎求人等の確保を推進。

地域協議会の公的職業訓練効果検証ワー
キンググループによる効果検証結果を全
国に情報共有。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。
【再掲】

都道府県に対し、開講時期の柔軟化や受
講選考期間の短縮、各種SNS等による効
果的な周知広報等について配慮を依頼。
【再掲】

令和６年度取組状況令和６年度実施計画（実施方針）

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進

令和７年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

令和６年度計画の実施方針と取組状況

資料２－１
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令和７年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

Ａ 令和６年度計画に引き続き、訓練コースの内

容や効果を踏まえた受講勧奨の強化が必要。

委託訓練についてはＤの措置も併せて実施。

Ｂ 令和６年度計画に引き続き、求人ニーズに即し

た効果的な訓練内容であるかどうかの検討を行う。

Ｃ 令和６年度計画に引き続き、就職率向上のため、

受講希望者のニーズに沿った適切な訓練を勧奨で

きるよう、ハローワーク訓練窓口職員の知識の向

上や、事前説明会・見学会の機会確保を図る。

また、訓練修了者の就職機会の拡大に資するよう、

訓練修了者歓迎求人等の確保を推進するなどの取

組推進が必要。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和５年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和６年度計画に挙げた課題と令和５年度の実施状況

Ｄ 令和６年度計画に引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始

日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

Ｆ 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が更に低下し69.4％。就職率は横ばい。

【求職者支援訓練】
応募倍率が横ばいの69.8％。就職率は向上。

【委託訓練】
・IT分野：応募倍率、就職率ともに低下。
・デザイン分野：応募倍率が著しく低下。

就職率は横ばい。
【求職者支援訓練】
・IT分野：応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野：応募倍率が低下。就職率は向上。

Ｅ 就職率に加えて、訓練関連職種に就職した場合の処遇といった観点も踏まえた

求職者の希望に応じた受講あっせんを強化する。

令和７年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野 応

募
倍
率

特に委託訓練におけるデザイン分
野について、高応募倍率が
大幅に解消・改善傾向。

就
職
率

両分野における就職率は56～69％
で比較的低調であり、引き続き改
善の余地がある。【Ｂ】【C】

応
募
倍
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

就
職
率

比較的高水準で推移。

2



●令和3年度 ▲令和4年度 ■令和5年度

【参考】委託訓練及び求職者支援訓練の応募倍率及び就職率の状況

【委託訓練】 【求職者支援訓練】

就

職

率

応募倍率 応募倍率

就

職

率

改

善

改

善

改善
改善

ＩＴ

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0% 175.0% 200.0%

※用語の定義は、資料２－１と同様。

ＩＴ

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0%
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                                    資料２-2 

令和７年度佐賀県地域職業訓練実施計画の策定方針（案）のご確認について 
 

  令和６年 12 月 
佐賀労働局職業安定部訓練課 

 
１ 趣旨  
   令和 5 年度の実施状況の分析や、効果検証のヒアリング結果、ハローワークでのア

ンケートなどを踏まえ、令和 7 年度における職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）
を作成。実行ある職業訓練を実施するための方向性としてご確認をお願いするもの。 

 
２ 全国訓練実施計画の策定方針の概要（資料№2-1 参照） 

10 月 2 日に開催された中央協議会において、令和７年度における全国の職業訓練実
施計画の策定に向けた方針（案）が了承された。 

   策定方針の主な内容は、令和 6 年度計画の課題を踏まえ、応募倍率が低く就職率が
高い「介護・医療・福祉分野」については受講勧奨を強化するともに、応募倍率が高く
就職率が低い「デジタル分野」については、一層のコース数拡大の促進、求人ニーズに
即したコース設定及び訓練修了者の就職機会の確保を推進するとされた。 

   
３ 佐賀県訓練実施計画の策定方針（案）の概要（資料№１、資料№２参照） 
   令和 7 年度の公的職業訓練は、令和 6 年度までの実施状況から、新規求職者の減少

や、有効求人倍率が高水準で人手不足感が高まる中、再就職を急ぐ求職者が増加してお
り、訓練コースの定員充足率が低下していることから、訓練コースの重点化を図り、求
職者のニーズを踏まえた実施規模とする。 

   策定方針の主な内容は、上記２の全国策定方針及び８月の協議会における課題（➀訓
練コースの開催時期と内容によって、定員に達しないコースがあること、➁デジタル人
材が質・量ともに不足していること）を踏まえ、以下のとおりとする。 

➀ 訓練コースの適切な開講時期の設定に努めるとともに、訓練が必要な方に適切
な訓練コースの情報が届けられるように周知広報に努める。 

   ➁ 令和 7 年度、訓練全般において基礎的なデジタルリテラシー要素を含むカリキ
ュラム設定が必須となることや、地域性や求職者・求人者のニーズを踏まえ、段階
的に IT 分野の人材育成に取り組んでいく。 

     また、訓練施設によるコースカリキュラムの説明会・見学会等を実施し、ハロー
ワーク職員の訓練コース内容理解をより促進し、就職先を幅広く選定できるよう
検討する。 

   令和７年度における求職者支援訓練及び委託訓練のコース数等は、下表のとおり（詳
細は資料№２P2 参照)。 
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 令 和 ５ 年 度

計画 
令和６年度
計画 

令和７年度
計画（案） 

求 職 者 支
援訓練（定
員数） 

３８５人   ４９４人 ４５５人 

委 託 訓 練
（ コ ー ス
数 ／ 定 員
数） 

４ ７ コ ー ス
／８０２人 

４４コース
／７５４人 

３８コース
／６４０人 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  令和６年度 佐賀県地域職業能力開発促進協議会 

資料№3 

 教育訓練給付制度の指定講座の状況について 
（令和 6 年 10 月 1 日時点） 



専門実践教育訓練給付

＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する
教育訓練を対象＞

特定一般教育訓練給付

＜特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア
形成に資する教育訓練を対象＞

一般教育訓練給付

＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に資
する教育訓練を対象＞

給付
内容

受講費用の50％（上限年間40万円）
を６か月ごとに支給。

・ 追加給付①:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の20％（上限年間16万円）

・ 追加給付②:訓練前後で賃金が５％以上上昇(※１)

⇒受講費用の10％（上限年間8万円）

受講費用の40％（上限20万円）

・ 追加給付:１年以内に資格取得・就職等(※１)

⇒受講費用の10％（上限5万円）
受講費用の20％（上限10万円）

支給
要件

○ 在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合、専門実践教育訓練給付は２年以上、特定一般教育訓練給付・一般教育訓練給付は１年以上）

講座数 3,011講座 801講座 12,111講座

受給
者数

36,324人（初回受給者数） 3,670人 76,257人

講座
指定
要件

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設
の課程

② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成
促進プログラム

③ 専門職大学院の課程

④ 大学等の職業実践力育成プログラム

⑤ 第四次産業革命スキル習得講座等の課程
（ITSSレベル３以上）(※２)

⑥ 専門職大学･専門職短期大学･専門職学科の課程

次のいずれかの類型に該当し、かつ就職率等の
要件を満たすもの

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格
に係る養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程等

② 一定レベル（ITSSレベル２）の情報通信技術に
関する資格取得を目標とする課程 (※２)

③ 短時間の職業実践力育成プログラム及び
キャリア形成促進プログラム

次のいずれかの類型に該当する教育訓練

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の
学位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、
訓練効果の客観的な測定が可能なもの

民間職業資格の取得を訓練目標と
するもの等

労働者が主体的に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を雇用保険により支給。

（注）講座数は2024年10月時点、受給者数は2023年度実績（速報値）。（※１）2024年10月1日以降に受講開始した者について適用。 （※２）2024年10月１日付け指定から適用。

教育訓練給付の概要

文部科学省連携

経済産業省連携

文部科学省連携
文部科学省連携
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受給の要件を
満たす者（※）

① 入講→講座を修了
（受講料を自ら負担） 住居所を管轄する

ハローワーク
③ 支給申請の手続き

④ 支払った費用の
一定割合を給付

（※）特定一般教育訓練・専門実践教育訓練については、講座の受講開始１ヶ
月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを
作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要

③ 教育訓練給付の対象講座として
指定（指定期間３年）

① 申請

１．教育訓練給付の対象講座になるまでの流れ

申請受付は年２回
（例年４月からと10月からの約１ヶ月間）

厚生労働省

② 審査

厚生労働大臣の指定を受けた講座

２．教育訓練給付を受給するまでの流れ

教育訓練について、継続、安定して遂行する
能力があること
当該講座について1事業年度以上の事業実績
を有していること
施設管理者や苦情受付者等、施設管理者を配
置すること

等

・

・

・

4月申請は10月指定
10月申請は4月指定

（指定基準）

② 教育訓練修了証明書等の発行

指定基準を満たす講座を有する
教育訓練機関

申請窓口等実施機関
（厚生労働省委託）

中央職業能力開発協会（令和５～６年度）指定希望講座の実施関係調査票及び
指定基準の確認関係書類

教 育 訓 練 給 付 の 指 定 申 請 等 の 概 要
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キャリアコンサルタント

社会保険労務士試験
ファイナンシャル・プランニング技
能検定試験
行政書士、税理士
中小企業診断士試験
通関士、マンション管理士試験
司法書士、弁理士
気象予報士試験
土地家屋調査士

司書・司書補
産業カウンセラー試験
公認内部監査人認定試験

第四次産業革命スキル
習得講座

ITSSレベル３以上の資格取得
を目指す講座
（シスコ技術者認定資格等）

ITSSレベル２の資格取得を目
指す講座
（基本情報技術者試験等）

ITパスポート
Webクリエイター能力認定試験
Illustratorクリエイター
能力認定試験

CAD利用技術者試験

介護福祉士（介護福祉士実務
者研修を含む）
社会福祉士
保育士
看護師、准看護師、助産師
精神保健福祉士、はり師
柔道整復師、歯科衛生士
歯科技工士、理学療法士
作業療法士、言語聴覚士
栄養士、管理栄養士
保健師、美容師、理容師
あん摩マッサージ指圧師
きゅう師、臨床工学技士
視能訓練士
臨床検査技師
主任介護支援専門員研修
介護支援専門員実務研修
介護職員初任者研修
特定行為研修
喀痰吸引等研修
福祉用具専門相談員
登録販売者
衛生管理者免許試験

医療事務技能審査試験
医療事務認定実務者
（Ｒ）試験
調剤薬局事務検定試験
健康管理士一般指導員
資格認定試験
メンタルヘルス・マネジメント
検定試験

情報関係

大型自動車第一種・
第二種免許
中型自動車第一種・
第二種免許
大型特殊自動車免許
準中型自動車第一種免許
普通自動車第二種免許
フォークリフト運転技能講習
けん引免許
車両系建設機械運転・
玉掛・小型移動式クレーン・
高所作業車運転・
床上操作式クレーン・
不整地運搬車運転技能講習
移動式クレーン運転士免許
クレーン・デリック運転士免許
一等無人航空機操縦士

輸送・機械運転関係

技術関係

営業・販売関係医療・社会福祉・
保健衛生関係

事務関係

専門的サービス関係

登録日本語教員

Microsoft Office Specialist 365
VBAエキスパート
簿記検定試験（日商簿記）
日本語教員、IELTS
日本語教育能力検定試験
実用英語技能検定（英検）
TOEIC、VERSANT、TOEFL iBT
中国語検定試験
HSK漢語水平考試
｢ハングル｣能力検定
建設業経理検定

調理師

宅地建物取引士資格試験

インテリアコーディネーター
パーソナルカラリスト検定
ソムリエ呼称資格認定試験
国内旅行業務取扱
管理者試験

製造関係

大学・専門学校等の
講座関係

測量士補、電気工事士
航空運航整備士
自動車整備士
海技士

電気主任技術者試験
建築士
技術士
土木施工管理技術検定
建築施工管理技術検定
管工事施工管理技術検定
電気通信工事担任者試験

製菓衛生師

パン製造技能検定試験

職業実践専門課程
（商業実務、文化、工業、衛生、
動物、情報、デザイン、自動車整備、
土木・建築、スポーツ、旅行、服飾・
家政、医療、経理・簿記、電気・電
子、ビジネス、社会福祉、農業な
ど）

職業実践力育成プログラム
（保健、社会科学、工学・工業な
ど）

キャリア形成促進プログラ
ム（医療、文化教養、商業実務
関係）

専門職学位
（ビジネス・MOT、教職大学院、法
科大学院など）

短時間の職業実践力育成
プログラム（人文科学・人文）

短時間のキャリア形成促進
プログラム（文化教養関係）

修士・博士
履修証明
科目等履修生

教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など
専門実践教育訓練給付
最大で受講費用の８０％〔年間上限
６４万円〕を受講者に支給（※１）

特定一般教育訓練給付
受講費用の５０％〔上限２５万円〕
を受講者に支給（※２）

一般教育訓練給付
受講費用の２０％〔上限１０万円〕
を受講者に支給

LL060930開若01

※１ 2024年9月までに開講する講座は最大で受講費用の70％（年間上限56万円）を支給
※２ 2024年9月までに開講する講座は最大で受講費用の40％（上限20万円）を支給
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指定講座の状況（訓練機関の所在地・分野別）（令和６年10月１日時点）
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大学・専門学校等の講座
製造
技術・農業
営業・販売・サービス
事務
情報
専門的サービス
医療・社会福祉・保健衛生
輸送・機械運転

（講座数）

Ｎ＝15,923

○ 地域によって指定講座数にばらつきがみられるが、最も多い東京都が約2,400講座と全体の約15%を占め、続いて北海

道、大阪府、愛知県、新潟県の順に多くなっている。

〇 東京都の指定講座を分野別にみると、特に「専門的サービス関係」「情報関係」「技術関係」では指定講座の約５割

が東京都の教育訓練機関により実施されている。

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成 4
※ 訓練機関の所在地別で集計しており、一の訓練機関が同一の講座を複数箇所で開講している場合、開講箇所数に関わらず訓練機関の所在する都道府県に１講座計上している。



佐賀県における指定講座の状況（訓練機関の所在地別・主な資格別）
（令和６年10月１日時点）

○佐賀県では119講座が指定されており、分野別にみると最も多い「輸送・機械運転関係」が全体の約７割を占める。

（全国では約１万６千講座が指定されており、分野別にみると最も多い「輸送・機械運転関係」が全体の約５割を占めている。)

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成 5

全国 佐賀県
計 専門実践 特定一般 一般 計 専門実践 特定一般 一般

輸送・機械運転関係 大型自動車第一種免許 2590 － 131 2459 40 － 0 40 
中型自動車第一種免許 1794 － 80 1714 17 － 0 17 
準中型自動車第一種免許 846 － 49 797 8 － 0 8 
大型特殊自動車免許 698 － 25 673 5 － 0 5 
大型自動車第二種免許 643 － 36 607 5 － 0 5 
フォークリフト運転技能講習 303 － 3 300 0 － 0 0 
けん引免許 385 － 14 371 5 － 0 5 
その他 874 － 30 844 6 － 0 6 

医療・社会福祉・保健衛生関係 医療事務技能審査試験 6 － － 6 0 － － 0 
介護福祉士（実務者研修含む） 1443 291 18 1134 5 3 0 2 
介護支援専門員 193 － 143 50 0 － 0 0 
喀痰吸引等研修修了 63 － 21 42 0 － 0 0 
介護職員初任者研修 287 － 79 208 1 － 0 1 
看護師 302 289 0 13 6 6 0 0 
特定行為研修 333 － 86 247 1 － 1 0 
社会福祉士 165 121 6 38 2 2 0 0 
保育士 121 108 2 11 0 0 0 0 
精神保健福祉士 117 93 0 24 5 5 0 0 
歯科衛生士 125 121 0 4 2 2 0 0 
その他 571 421 10 140 5 5 0 0 

専門的サービス関係 税理士 218 － 0 218 0 － 0 0 
社会保険労務士試験 112 － 1 111 0 － 0 0 
行政書士 44 － 0 44 0 － 0 0 
その他 183 22 0 161 0 0 0 0 



佐賀県における指定講座の状況（訓練機関の所在地別・主な資格別）
（令和６年10月１日時点）

資料出所：厚生労働省「教育訓練給付の指定講座に係る行政記録情報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成 6

全国 佐賀県
計 専門実践 特定一般 一般 計 専門実践 特定一般 一般

情報関係 Microsoft Office Specialist 80 － － 80 0 － － 0 
CAD利用技術者試験 20 － － 20 0 － － 0 
Webクリエイター能力認定試験 48 － － 48 0 － － 0 
第四次産業革命スキル習得講座 201 201 － － 0 0 － －
その他 143 5 15 123 3 0 0 3 

事務関係 TOEIC 148 － － 148 1 － － 1 
簿記検定試験（日商簿記） 81 － － 81 0 － － 0 
中国語検定試験 32 － － 32 0 － － 0 
｢ハングル｣能力検定 5 － － 5 0 － － 0 
実用フランス語技能検定試験 4 － － 4 0 － － 0 
日本語教員 53 － － 53 0 － － 0 
その他 79 － － 79 0 － － 0 

営業・販売・サービス関係 宅地建物取引士資格試験 113 － 7 106 0 － 0 0 
その他 369 297 0 72 2 2 0 0 

製造関係 計 31 11 0 20 0 0 0 0 
技術・農業関係 建築士 60 － 0 60 0 － 0 0 

建築施工管理技術検定 52 － 0 52 0 － 0 0 
土木施工管理技術検定 50 － 0 50 0 － 0 0 
その他 155 20 4 131 0 0 0 0 

大学・専門学校等の講座関係 修士・博士 680 － － 680 0 － － 0 
キャリア形成促進プログラム 9 8 1 － 0 0 0 －
職業実践専門課程 668 668 － － 0 0 － －
職業実践力育成プログラム 254 214 40 － 0 0 0 －
専門職大学院 121 119 － 2 0 0 － 0 
科目等履修生 15 － － 15 0 － － 0 
履修証明 34 － － 34 0 － － 0 
その他 2 2 0 － 0 0 0 －



都道府県別の教育訓練給付の受給者数・支給額について（令和４年度）

○ 居住地別の受給者数について、専門実践教育訓練給付初回受給者、特定一般及び一般教育訓練給付受給者の合計は約

11万７千人となっており、最も多い東京では約１万８千人で全体に占める受給者割合は約15％となっている。

資料出所：厚生労働省「雇用保険事業年報」より若年者・キャリア形成支援担当参事官室で作成

都道
府県
番号

都道府県名
都道
府県
番号

都道府県名専門実践（初回受給者数）
（※１）

専門実践（延べ受給者数）
（※２）

支給額（千円） 特定一般＋一般 支給額（千円）
専門実践（初回受給者数）

（※１）
専門実践（延べ受給者数）

（※２）
支給額（千円）

特定一般＋一般（受給者
数）

支給額（千円）

1 北海道 1,380 3,431 389,441 3,816 273,308 25 滋賀県 318 702 99,725 726 58,234

2 青森県 234 702 73,896 595 61,944 26 京都府 642 1,741 289,030 1,616 286,104

3 岩手県 295 605 55,629 983 41,382 27 大阪府 3,002 8,051 1,208,116 5,905 737,137

4 宮城県 407 1,094 160,285 1,354 112,512 28 兵庫県 1,709 4,403 620,135 3,803 479,161

5 秋田県 178 411 31,559 588 10,950 29 奈良県 378 926 116,608 681 101,747

6 山形県 155 409 43,506 702 27,934 30 和歌山県 174 385 42,780 637 25,239

7 福島県 271 707 84,568 1,118 91,299 31 鳥取県 89 273 36,817 344 33,434

8 茨城県 612 1,677 216,920 1,448 186,410 32 島根県 121 353 43,623 373 45,572

9 栃木県 454 1,196 149,356 1,182 114,921 33 岡山県 408 1,020 120,145 1,223 136,034

10 群馬県 508 1,554 197,209 1,218 152,376 34 広島県 699 1,902 219,840 1,935 184,859

11 埼玉県 2,316 6,205 979,814 5,019 706,295 35 山口県 268 724 73,401 725 41,710

12 千葉県 1,605 4,397 663,289 3,885 355,656 36 徳島県 146 339 38,071 425 29,540

13 東京都 6,349 17,303 3,125,375 11,456 1,573,229 37 香川県 268 916 125,619 559 145,662

14 神奈川県 3,503 8,522 1,297,631 6,501 632,835 38 愛媛県 422 996 110,033 787 107,543

15 新潟県 343 888 128,356 1,672 145,172 39 高知県 121 450 66,650 420 95,393

16 富山県 152 301 32,304 537 10,429 40 福岡県 1,650 4,912 656,617 2,902 621,736

17 石川県 222 554 58,305 461 50,776 41 佐賀県 298 1,148 135,329 350 81,544

18 福井県 166 333 26,327 516 11,916 42 長崎県 314 894 93,452 449 55,109

19 山梨県 126 354 40,548 269 46,775 43 熊本県 418 1,257 146,517 1,060 132,614

20 長野県 380 885 97,055 1,315 73,360 44 大分県 271 830 99,166 564 74,812

21 岐阜県 285 985 123,481 1,032 117,292 45 宮崎県 294 923 105,227 544 63,107

22 静岡県 796 1,894 216,841 2,239 169,667 46 鹿児島県 457 1,328 155,077 720 168,909

23 愛知県 1,848 4,766 717,814 4,988 601,272 47 沖縄県 511 1,743 240,269 564 260,519

24 三重県 343 912 115,924 1,076 104,312 全国計 35,906 96,301 13,829,376 81,282 9,628,770

（注）：全国計は決算値であり、各都道府県分は業務統計値であるため、各都道府県の合計は全国計に一致しない。

○ 都道府県別の教育訓練給付の受給者数・支給額（2022年度）

（※１）（※２）：専門実践教育訓練給付は６月ごとに支給している。「専門実践（初回受給者数）」は2022年度に１回目の支給を受けた者。「専門実践（延べ受給者数）」は2022年度中に支給を

受けた延べ人数。
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（参考資料）



<令和５年度第２回地域職業能力開発促進協議会における主な意見>

地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組等

○ 本年２月~３月に開催した令和５年第２回地域職業能力開発促進協議会では、「教育訓練給付

制度による地域の訓練ニーズを踏まえた訓練機会の拡大」を協議事項に追加し、初めて協議が行

われた。

○ 協議の結果を踏まえ、令和６年１０月の講座指定申請期間に向けて、労働局や本省において、

教育訓練機関への講座指定申請の働きかけや周知広報を実施しているところ。

訓練ニーズが高く講座拡大が必要

デジタル（情報）関係【岩手、秋田、茨城、栃木、石川、福井、岐阜、鳥取、岡山、鹿児島】

介護福祉関係【青森、秋田、長野、滋賀、徳島】

輸送・運輸関係【青森、山梨、広島、香川】

語学関係【青森、群馬、秋田、広島】

ドローン免許【青森、福井】 等

講座拡大の働きかけ・教育訓練給付制度の利用促進のための周知広報が必要

【秋田、群馬、新潟、山梨、岐阜、静岡、滋賀、鳥取、島根、広島、山口、香川、宮崎、沖縄】 等

その他

講座指定申請事務の負担が大きい、手続が大変というイメージがある【青森、宮城、茨城、愛知、滋賀、大分】

本省から業界団体等への講座指定申請勧奨を求める 【青森】

給付率引上げ等の支援の拡充を求める【秋田、山形、山口】 等
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・情報関係の指定講座がゼロとなっているた

め、指定申請が提出されるよう教育訓練機関

に働きかける。

・公共職業訓練（委託訓練）や求職者支援訓

練を実施している訓練機関、県内大学のうち

情報系の学科を有する大学等に対し制度周知

及び講座指定申請勧奨を実施

地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組

地域職業能力開発促進協議会の協議を踏まえた対応方針と現在までの取組（例）

【協議会委員の主な意見】 【労働局の対応方針】 【具体的な取組】

鳥

取

・労働者に有益な制度であり周知広報に努め

てほしい。

・今後どのような分野の指定講座の新規開拓

に力を入れていくのか。

・県内６社の情報系の職業訓練実施機関を訪

問の上、リーフレットを活用して講座指定申

請勧奨を実施（７月）。いずれも講座指定の

メリットを理解いただき、申請を検討いただ

けることとなった。

岐

阜

・全国と比べ県内に指定講座が少ないのは、

周知広報が足りないのではないか。

・情報科を有する大学への働きかけが必要で

はないか。

・県内で公的職業訓練を実施する民間の訓練

実施施設すべて（５~６月）、大学1校、短
期大学3校、大学と短期大学併設校2校を訪
問し、リーフレットを用いた申請勧奨を実施

（7月）、申請を検討いただけることとなっ

た。

＜デジタル（情報）関係＞

＜介護福祉関係＞

滋

賀

・多くの業界において人手不足感が高止まり

している状況で、介護業界の人手不足は、よ

り深刻になっている。

・介護分野でスクーリングがある介護福祉士

実務者研修などは、身近で受講できるように

することが必要。滋賀県の場合、実務者研修

を受講できる施設も少なく、身近にあるとは

言えない。

・介護・医療分野を中心とした人材不足分野

の人材確保・人材育成は重要であるものの、

一方で職業訓練を含めても受講できる施設が

滋賀県については少ない状況である。

・周知広報を進めていく。

・介護支援専門員、介護福祉士及び介護員養

成研修の事業者等の指定を行っている滋賀県

医療福祉推進課に訪問し、教育訓練給付制度

の周知協力を依頼（７月）。

・介護支援専門員については、滋賀県から直

接周知いただき、介護福祉士及び介護員養成

研修については、滋賀県から提供を受けた県

内の介護関係資格研修事業者名簿により、15
者を対象に、当局からリーフレット送付によ

る制度周知・講座指定申請勧奨を実施（７

月）。
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地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組

地域職業能力開発促進協議会の協議を踏まえた対応方針と現在までの取組（例）

【労働局の対応方針】 【具体的な取組】
＜輸送・運輸関係＞

香

川

・一般から特定一般への切り替えを促すべき。

・2024年問題や高齢化で若年者の確保が困

難な運輸業界に対して、当制度による支援は

有効だが、県内の指定講座は全て一般教育訓

練なので、給付率の高い特定一般へ切り替

わってほしい。

・教育訓練機関へのリーフレットの送付など

により制度周知及び一般から特定一般への切

り替えを促す。

・一般教育訓練を実施する介護福祉士実務者

研修実施機関、自動車整備士養成施設、自動

車教習所（２校）へ訪問し、特定一般への切

り替えを勧奨（７月）

＜日本語教員関係＞

広

島

・育成就労制度が始まる。広島県は外国人の

受け入れが多いが、日本語教員の講座が少な

く強化が必要ではないか。

・日本語教員養成機関について情報収集を行

い、本省作成の講座指定申請リーフレットを

用いて制度周知及び講座指定申請勧奨を実施。

・日本語教員養成講座を実施している２校に

ついて、訪問及び電話にて制度説明と講座指

定申請勧奨を実施。

＜厚生労働省における取組＞

・文部科学省主催の日本語教員養成機関を対

象とした制度説明会（７月）に参加して、教

育訓練給付の制度説明及び講座指定申請勧奨

を実施。

山

梨

・指定講座数が全国最下位。

・ニーズの高い輸送関係、介護関係の講座が

少ない。他県と比べて力の及んでいない部分

にしっかりと周知して欲しい。

・現在はe-ラーニングで多様な講座が受講で
きるが、自動車運転免許関係などは近くに実

施機関が無いと受講できないことから、今年

度は2024年問題による人員不足が懸念され

るため、自動車教習所の団体と教習所に対し、

重点的に講座指定申請勧奨を実施。

・山梨県指定自動車教習所協会を通じて、県

下全自動車教習所14所にリーフレットを用
いた講座指定申請勧奨を実施。このうち、講

座指定申請を行っていない11社に対しては、
訪問による制度説明を実施（６~７月）。１

社は10月に新規申請予定、その他は申請検討

等。

【協議会委員の主な意見】
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地域職業能力開発促進協議会の協議結果を受けた
都道府県労働局における講座拡大の取組

地域職業能力開発促進協議会の協議を踏まえた対応方針と現在までの取組（例）

【労働局の対応方針】 【具体的な取組】

青

森
・ドローンの操縦資格に関する講座開設の要

望がある。

＜厚生労働省における取組＞

・現在、一般教育訓練のみで指定されている

一等無人航空機操縦士資格（ 2022年12月5日
施行の改正航空法により創設）に係る登録講

習について、講座実績要件を満たすものは、

教育訓練給付（特定一般教育訓練及び一般教

育訓練）の指定対象となる旨、国交省航空局

を通じて全国約700の登録教習機関に対して
周知・講座指定申請勧奨（８月）。

福

井

・農業ではドローンを使った作業がある。ド

ローンの操縦資格に関する講座があれば、指

定されるとよい。

＜ドローン免許＞

＜その他＞

大

分

・講座指定を受けるための手続が煩雑で、か

なりハードルが高いイメージがある。

＜厚生労働省における取組＞

・教育訓練機関向けに講座指定申請手続の流

れや書類作成のイメージを紹介する動画を作

成（８月）。厚生労働省ウェブサイトに掲載

するとともに、労働局に情報提供。本省にお

いても、SNSや業界団体等を通じた教育訓練

機関への講座指定申請勧奨に活用中。

厚生労働省本省へ報告

厚生労働省本省へ報告

厚生労働省本省へ報告

【協議会委員の主な意見】

兵

庫

・通信教育の割合が高いのであれば、都心に

講座数が偏るのは必然的ではないか。

・中小企業向けに自己啓発の援助を行う講座

を行っている機関に制度周知を図っていけば

よいのではないか。

・訓練ニーズを把握するため、ハローワーク

を利用する求職者等に対するアンケート

（1059人）を実施（８月）。結果として、
制度を知らない者が半数を超えていたことか

ら、まずは制度自体の周知広報に取り組むこ

ととし、並行して今後の講座拡大の方向性に

ついて検討する。

・地域における指定講座が増えることにより、

受講者数増が期待できるため、協議会構成員

を中心に、各関係機関、団体等に周知を図っ

ていく。

・通信制、通学制の割合や、受講者数の多い

講座等、地域における訓練ニーズを分析する。
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厚生労働省による講座拡大の取組

○業界団体等を通じた講座指定申請の働きかけ

・指定自動車教習所（約1,300校）

・（建設車輌関係）登録教習機関（約200機関）

・デジタル等各種資格認定団体（約30団体）

・介護支援専門員研修実施機関（47都道府県）

・無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関（約700校）＜国交省と連携＞

・大学等（約1,200校） ＜文科省と連携＞ 等

○SNS等による周知広報

・X、facebook、厚生労働省メルマガ等による周知を、８~９月にかけて集中的に実施（Ｘ閲覧数：約10万件）

令和６年１０月の申請期間に向けて、①講座指定のメリットを強調した教育訓練機関向けリーフレットや申請手続や

申請書記載のイメージ動画等を活用した教育訓練機関への働きかけ、➁関係省庁や業界団体主催の会議等におけるPR 、

③SNSによる制度周知等により、講座指定申請勧奨を集中的に実施。

・教育訓練給付制度のご案内
※教育訓練給付制度の概要を紹介するショート動画。

・教育訓練給付制度 講座指定申請手続のご案内
※講座指定を受けたことがない教育訓練機関向けに講座指定申
請手続の流れや書類作成のイメージを紹介する動画。

https://www.youtube.co
m/watch?v=QVE6weLhpj
w&t=2s

https://www.youtube.co
m/watch?v=AHRnPGBw
Cnc&t=1s

○関係省庁や業界団体主催の会議等

・大学等向けリカレント教育説明会（約300校）＜文科省と連携＞

・マナビDX講座提供事業者情報共有会（75機関※参加申込）＜経産省と連携＞

・日本語教員養成機関向け説明会（約550機関） ＜文科省と連携＞

・（一社）全国産業人能力開発団体連合会説明会（30機関）等

※令和６年９月３日現在
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一般教育訓練　指定講座一覧（令和６年10月１日時点）

NO. 施設名 都道府県 講座名 指定講座番号 指定開始日 指定終了日 実施方法 実施区分 訓練期間 総訓練時間入学料 受講料 経費合計 分類名 目標_資格名称
11405 有限会社　イーエムエー 佐賀県 表計算・文書作成２級講座 4120005-2220012-8 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間 11か月 165 11000 394900 405900 情報関係 ■Excel表計算処理技能認定試験・２級■Word文書処理技能認定試験・２級

11406 有限会社　イーエムエー 佐賀県 表計算２級講座 4120005-2220022-0 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間 6か月 83 11000 197450 208450 情報関係 ■Excel表計算処理技能認定試験・２級

11407 有限会社　イーエムエー 佐賀県 文書作成２級講座 4120005-2220032-3 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間 6か月 83 11000 197450 208450 情報関係 ■Word文書処理技能認定試験・２級

11408 南鳥栖自動車学院 佐賀県 普通二種（平成２９年３月１０日以前普通免許取得） 4120016-1010012-4 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間 1か月 32 38500 152394 190894 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許

11409 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種（中型免許所持） 4120016-1120032-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 13 49500 146300 195800 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11410 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種（中型８ｔ限定免許所持） 4120016-1120042-2 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 18 49500 209000 258500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11411 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種（準中型５ｔ限定免許所持） 4120016-1120052-5 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 24 49500 273350 322850 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11412 南鳥栖自動車学院 佐賀県 中型一種（準中型５ｔ限定免許所持） 4120016-1420012-4 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 11 38500 98450 136950 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11413 南鳥栖自動車学院 佐賀県 中型一種（中型８ｔ限定免許所持） 4120016-1420022-7 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 5 33000 44000 77000 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許（８ｔ限定解除）

11414 南鳥栖自動車学院 佐賀県 牽引一種（普通免許以上所持） 4120016-1420032-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 11 49500 99000 148500 輸送・機械運転関係 ■けん引免許

11415 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋牽引一種連続入校（中型免許保持者） 4120016-1520012-4 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 23 74500 245300 319800 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11416 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋牽引一種連続入校（８ｔ限定中型免許保持者） 4120016-1520022-7 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 28 74500 308000 382500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11417 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋牽引一種連続入校（普通免許保持者） 4120016-1520032-0 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 37 74500 414150 488650 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11418 南鳥栖自動車学院 佐賀県 準中型一種（所持免許無し） 4120016-1720012-4 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 58 44000 319550 363550 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許

11419 南鳥栖自動車学院 佐賀県 準中型一種（普通免許所持） 4120016-1720022-7 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 13 38500 94050 132550 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許

11420 南鳥栖自動車学院 佐賀県 準中型一種（準中型５ｔ限定免許所持） 4120016-1720032-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 4 33000 28600 61600 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許（５ｔ限定解除）

11421 南鳥栖自動車学院 佐賀県 普通二種（平成２９年３月１２日以降普通免許取得） 4120016-1820012-4 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 35 38500 172194 210694 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許

11422 南鳥栖自動車学院 佐賀県 中型一種（普通免許所持） 4120016-1820022-7 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 15 38500 133650 172150 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11423 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種（普通免許所持） 4120016-1820032-0 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間 1か月 27 49500 315150 364650 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11424 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型特殊（普通免許以上所持者） 4120016-1910012-4 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間 1か月 6 41800 46200 88000 輸送・機械運転関係 ■大型特殊自動車免許

11425 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋大型特殊連続入校（８ｔ限定中型免許所持） 4120016-1910022-7 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間 1か月 23 70800 255200 326000 輸送・機械運転関係 ■大型特殊自動車免許■大型自動車第一種免許

11426 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋牽引一種連続入校（準中型５ｔ限定免許保持者） 4120016-2010012-4 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 2か月 34 74500 372350 446850 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11427 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種（準中型免許保持） 4120016-2010022-7 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 1か月 20 49500 240350 289850 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11428 南鳥栖自動車学院 佐賀県 牽引一種＋大型特殊連続入校（普通免許以上保持） 4120016-2010032-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 1か月 16 70800 145200 216000 輸送・機械運転関係 ■けん引免許■大型特殊自動車免許

11429 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋牽引一種連続入校（準中型免許保持者） 4120016-2020012-4 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 30 74500 339350 413850 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11430 南鳥栖自動車学院 佐賀県 中型一種（準中型免許所持） 4120016-2020022-7 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 9 38500 79200 117700 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11431 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋大型特殊連続入校（中型免許保持者） 4120016-2020032-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間 1か月 18 70800 192500 263300 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11432 南鳥栖自動車学院 佐賀県 ＡＴ限定普通二種（平成２９年３月１０日以前普通免許取得） 4120016-2210012-4 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間 1か月 32 38500 152394 190894 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許

11433 南鳥栖自動車学院 佐賀県 中型一種（中型８ｔ限定免許所持）＋大型一種連続入校（中型免許所持） 4120016-2310012-4 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 1か月 17 72500 190300 262800 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許（８ｔ限定解除）■大型自動車第一種免許

11434 南鳥栖自動車学院 佐賀県 準中型一種（準中型５ｔ限定免許所持）＋大型一種連続入校（準中型免許所持） 4120016-2310022-7 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 1か月 24 72500 268950 341450 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許（５ｔ限定解除）■大型自動車第一種免許

11435 南鳥栖自動車学院 佐賀県 大型一種＋大型特殊連続入校（準中型５ｔ限定免許所持） 4120016-2310032-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間 1か月 29 70800 319550 390350 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11436 富士自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（中型免許所持者コース） 4120017-1110012-6 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 35000 149800 184800 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11437 富士自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（中型免許（８ｔ未満に限る。）所持者コース） 4120017-1110022-9 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 35000 214000 249000 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11438 富士自動車学校 佐賀県 大型免許及び牽引免許取得講座（中型免許所持者コース） 4120017-1220012-6 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 23 65000 260200 325200 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11439 富士自動車学校 佐賀県 大型免許及び牽引免許取得講座（中型免許（８ｔ未満に限る。）所持者コース） 4120017-1220022-9 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 28 65000 324400 389400 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11440 富士自動車学校 佐賀県 牽引免許取得講座 4120017-1220032-1 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 35000 110400 145400 輸送・機械運転関係 ■けん引免許

11441 富士自動車学校 佐賀県 大型免許及び大型特殊免許取得講座（中型免許所持者コース） 4120017-1320012-6 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 65000 205000 270000 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11442 富士自動車学校 佐賀県 大型免許及び大型特殊免許取得講座（中型免許（８ｔ未満に限る。）所持者コース） 4120017-1320022-9 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 23 65000 269200 334200 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11443 富士自動車学校 佐賀県 大型特殊免許取得講座 4120017-1320032-1 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 6 35000 55200 90200 輸送・機械運転関係 ■大型特殊自動車免許

11444 富士自動車学校 佐賀県 中型免許取得講座 4120017-1410012-6 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 35000 128200 163200 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11445 富士自動車学校 佐賀県 大型免許（二種）取得講座（大型免許所持者コース） 4120017-1810012-6 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 35000 282500 317500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第二種免許

11446 富士自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（準中型免許（５ｔ）に限る）所持者コース 4120017-1810022-9 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 24 35000 280300 315300 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11447 富士自動車学校 佐賀県 中型免許取得講座（準中型免許（５ｔ）に限る）所持者コース 4120017-1810032-1 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 35000 94600 129600 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11448 富士自動車学校 佐賀県 大型免許（二種）取得講座（中型車は中型車（８ｔ）に限る。所持者コース） 4120017-2210012-6 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 2か月 41 35000 414500 449500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第二種免許

11449 富士自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（普通免許所持者コース） 4120017-2210022-9 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 27 35000 323100 358100 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11450 富士自動車学校 佐賀県 大型免許及び牽引免許取得講座（準中型車は準中型車（５ｔ）に限る。所持者コース）4120017-2210032-1 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 34 65000 390700 455700 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11451 富士自動車学校 佐賀県 大型免許（二種）取得講座（普通免許もしくは準中型５ｔ限定免許所持者コース） 4120017-2220012-6 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 45 35000 474500 509500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第二種免許

11452 富士自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（準中型免許所持者コース） 4120017-2220022-9 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 20 35000 246100 281100 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11453 富士自動車学校 佐賀県 中型免許取得講座（準中型免許所持者コース） 4120017-2220032-1 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 9 35000 75600 110600 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11454 ホットラインワールド 佐賀県 介護職員初任者研修 4120018-2020012-8 2023/10/1 2026/9/30 通信 - 1か月 0 0 87000 87000 医療・社会福祉・保健衛生関係 ■介護職員初任者研修

11455 ホットラインワールド 佐賀県 介護福祉士養成実務者研修（介護職員基礎研修修了者） 4120018-2020022-0 2023/10/1 2026/9/30 一部eラーニング - 6か月 0 0 32800 32800 医療・社会福祉・保健衛生関係 ■介護福祉士実務者養成研修

11456 ホットラインワールド 佐賀県 介護福祉士養成実務者研修（訪問介護員研修１級修了者） 4120018-2020032-3 2023/10/1 2026/9/30 一部eラーニング - 6か月 0 0 86800 86800 医療・社会福祉・保健衛生関係 ■介護福祉士実務者養成研修

11457 唐津自動車学校 佐賀県 大型一種（中型免許保持者） 4120020-1710012-8 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 47300 142200 189500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11458 唐津自動車学校 佐賀県 大型一種（８ｔ限定中型免許保持者） 4120020-1710022-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 47300 202200 249500 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11459 唐津自動車学校 佐賀県 大型一種（５ｔ限定準中型免許保持者） 4120020-1710032-3 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 24 47300 264500 311800 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11460 武雄自動車学校 佐賀県 大型車（所持免許中型） 4120021-2110012-0 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 39600 160270 199870 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11461 武雄自動車学校 佐賀県 大型車（所持免許準中型） 4120021-2110022-2 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 20 39600 261250 300850 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11462 武雄自動車学校 佐賀県 大型車（所持免許普通車） 4120021-2110032-5 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 27 39600 341990 381590 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11463 武雄自動車学校 佐賀県 大型車（所持免許中型８ｔ限定） 4120021-2210012-0 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 39600 227590 267190 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11464 武雄自動車学校 佐賀県 大型車（所持免許準中型５ｔ限定） 4120021-2210022-2 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 24 39600 297110 336710 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11465 武雄自動車学校 佐賀県 中型車（所持免許準中型５ｔ限定） 4120021-2210032-5 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 22000 90310 112310 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11466 武雄自動車学校 佐賀県 中型車（所持免許普通） 4120021-2310012-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 33000 121550 154550 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11467 武雄自動車学校 佐賀県 牽引（所持免許普通免許以上） 4120021-2310022-2 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 39600 113080 152680 輸送・機械運転関係 ■けん引免許

11468 武雄自動車学校 佐賀県 大型特殊（所持免許普通免許以上） 4120021-2310032-5 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 6 39600 57640 97240 輸送・機械運転関係 ■大型特殊自動車免許

11469 武雄自動車学校 佐賀県 中型車（所持免許準中型） 4120021-2410012-0 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 9 27500 72490 99990 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11470 武雄自動車学校 佐賀県 準中型車（所持免許普通） 4120021-2410022-2 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 19800 94050 113850 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許

11471 武雄自動車学校 佐賀県 普通自動車第二種（所持免許準中型以上） 4120021-2410032-5 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 39600 169290 208890 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許

11472 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（中型免許所持者コース） 4120022-1910012-1 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 64240 142230 206470 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11473 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（中型（８ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-1910022-4 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 64240 201630 265870 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11474 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（準中型（５ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-1910032-7 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 24 64240 263230 327470 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許



11475 伊万里自動車学校 佐賀県 大型特殊免許取得講座（普通免許以上所持者コース） 4120022-1920012-1 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 6 30800 69080 99880 輸送・機械運転関係 ■大型特殊自動車免許

11476 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許及び大型特殊免許同時取得講座（中型（８ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-1920022-4 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 23 64240 267630 331870 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11477 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許及び大型特殊免許同時取得講座（準中型（５ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-1920032-7 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 29 64240 329230 393470 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■大型特殊自動車免許

11478 伊万里自動車学校 佐賀県 中型免許取得講座（準中型（５ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-2010012-1 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 44770 90530 135300 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11479 伊万里自動車学校 佐賀県 中型免許取得講座（普通免許所持者コース） 4120022-2010032-7 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 44770 121330 166100 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11480 伊万里自動車学校 佐賀県 牽引免許取得講座（普通免許以上所持者コース） 4120022-2020012-1 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 48070 109230 157300 輸送・機械運転関係 ■けん引免許

11481 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許及び牽引免許同時取得講座（中型（８ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-2020022-4 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 28 64240 307230 371470 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11482 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許及び牽引免許同時取得講座（準中型（５ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-2020032-7 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 34 64240 368830 433070 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許

11483 伊万里自動車学校 佐賀県 大型二種免許取得講座（大型免許所持者コース） 4120022-2110012-1 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 53900 265980 319880 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第二種免許

11484 伊万里自動車学校 佐賀県 大型二種免許取得講座（中型（８ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-2110022-4 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 41 53900 386980 440880 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第二種免許

11485 伊万里自動車学校 佐賀県 大型＋牽引＋大型特殊免許同時取得講座（中型（８ｔ限定）免許所持者コース） 4120022-2110032-7 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 33 64240 373230 437470 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許■けん引免許■大型特殊自動車免許

11486 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（準中型所持者コース） 4120022-2120012-1 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 20 64240 231330 295570 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11487 伊万里自動車学校 佐賀県 大型免許取得講座（普通免許所持者コース） 4120022-2420012-1 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 27 64240 302830 367070 輸送・機械運転関係 ■大型自動車第一種免許

11488 Ｇｅｎｋｉイングリッシュスクール 佐賀県 英会話プライベートレッスン（デイタイム）ＴＯＥＩＣ　スピーキング 4122001-2220012-0 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間 12か月 50 11000 292000 303000 事務関係 ■TOEIC S（スピーキング）120

11489 大町自動車学校 佐賀県 中型自動車第一種免許（準中型免許所持）コース 4122002-2410012-2 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 9 27060 75163 102223 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11490 大町自動車学校 佐賀県 中型自動車第一種免許（準中型５ｔ限定ＭＴ免許所持）コース 4122002-2410022-5 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 22990 93577 116567 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11491 大町自動車学校 佐賀県 中型自動車第一種免許（普通車ＭＴ免許所持）コース 4122002-2410032-8 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 33000 126005 159005 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許

11492 大町自動車学校 佐賀県 中型自動車第一種免許（中型８ｔ限定ＭＴ免許所持）コース 4122002-2410042-0 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 5 18700 42735 61435 輸送・機械運転関係 ■中型自動車第一種免許（８ｔ限定解除）

11493 大町自動車学校 佐賀県 準中型自動車第一種免許（免許なし）コース 4122002-2410052-3 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間 1か月 58 34320 353210 387530 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許

11494 大町自動車学校 佐賀県 準中型自動車第一種免許（普通車ＭＴ免許所持）コース 4122002-2410062-6 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 22000 95634 117634 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許

11495 大町自動車学校 佐賀県 準中型自動車第一種免許（準中型車５ｔ限定ＭＴ免許所持）コース 4122002-2410072-9 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 5 22000 30272 52272 輸送・機械運転関係 ■準中型自動車第一種免許（５ｔ限定解除）

11496 大町自動車学校 佐賀県 普通車第二種免許（大型・中型・中型８ｔ限定・準中型・準中型５ｔ限定免許有）コース4122002-2410082-1 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 46420 165022 211442 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許

11497 大町自動車学校 佐賀県 普通車第二種免許（普通車免許所持）コース 4122002-2410092-4 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 35 47740 184624 232364 輸送・機械運転関係 ■普通自動車第二種免許



専門実践教育訓練　指定講座一覧（令和６年10月１日時点）

NO. 施設名 都道府県 講座名 指定講座番号 指定開始日 指定終了日 実施方法 実施区分 訓練期間総訓練時間入学料 受講料 経費合計 分類名 目標_資格名称
2750 佐賀市医師会立看護専門学校 佐賀県 看護専門課程（看護科）（昼間定時制） 4110001-2110011-0 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 44,000 220780 264780 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2751 佐賀市医師会立看護専門学校 佐賀県 看護高等課程（准看護科） 4110001-2110021-3 2022/10/1 2025/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 32 33,000 150040 183040 医療・社会福祉・保健衛生関係 准看護師

2752 武雄看護学校 佐賀県 看護専門課程　看護科（昼間定時制） 4110002-1510011-2 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 5 62,130 30070 92200 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2753 佐賀歯科衛生専門学校 佐賀県 歯科衛生士科 4110003-2220011-4 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 6 44,610 41030 85640 医療・社会福祉・保健衛生関係 歯科衛生士

2754 医療福祉専門学校　緑生館 佐賀県 専攻看護学科 4110004-1510011-6 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 62,130 84670 146800 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2755 九州医療専門学校 佐賀県 社会福祉士通信学科（実習無し） 4110005-1510031-3 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 62,130 117130 179260 医療・社会福祉・保健衛生関係 社会福祉士

2756 九州医療専門学校 佐賀県 精神保健福祉士通信学科　短期養成課程（実習無し） 4110005-1720011-8 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 20 62,130 191780 253910 医療・社会福祉・保健衛生関係 精神保健福祉士

2757 九州医療専門学校 佐賀県 精神保健福祉士通信学科　一般養成課程（実習無し） 4110005-1720021-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 9 62,130 51030 113160 医療・社会福祉・保健衛生関係 精神保健福祉士

2758 九州医療専門学校 佐賀県 精神保健福祉士通信学科　短期養成課程（実習あり） 4110005-2020011-8 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 15 38,500 112750 151250 医療・社会福祉・保健衛生関係 精神保健福祉士

2759 九州医療専門学校 佐賀県 精神保健福祉士通信学科　短期養成課程（実習あり。６０時間免除） 4110005-2020021-0 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 27 44,000 236500 280500 医療・社会福祉・保健衛生関係 精神保健福祉士

2760 九州医療専門学校 佐賀県 社会福祉士通信学科（実習あり） 4110005-2110011-8 2023/4/1 2026/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 18 44,000 156200 200200 医療・社会福祉・保健衛生関係 社会福祉士

2761 九州医療専門学校 佐賀県 歯科衛生士科 4110005-2120011-8 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 6 29,700 46530 76230 医療・社会福祉・保健衛生関係 歯科衛生士

2762 九州医療専門学校 佐賀県 精神保健福祉士通信学科一般養成課程（実習あり） 4110005-2120021-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 11 29,700 91410 121110 医療・社会福祉・保健衛生関係 精神保健福祉士

2763 鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 佐賀県 准看護師課程 4110006-2310011-0 2023/10/1 2026/9/30 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 5 25,300 37400 62700 医療・社会福祉・保健衛生関係 准看護師

2764 唐津看護専門学校 佐賀県 看護高等課程 4110007-1510011-1 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 23 44,000 201080 245080 医療・社会福祉・保健衛生関係 准看護師

2765 唐津看護専門学校 佐賀県 看護専門課程 4110007-2010011-1 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 33 44,000 290840 334840 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2766 アイ・ビービューティカレッジ 佐賀県 理容科（昼間） 4110008-2210011-3 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 16 29,700 136290 165990 営業・販売・サービス関係 理容師

2767 アイ・ビービューティカレッジ 佐賀県 美容科（昼間） 4110008-2210021-6 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 38,500 79310 117810 営業・販売・サービス関係 美容師

2768 伊万里看護学校 佐賀県 看護科（定時制） 4110011-1520011-5 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 5 25,300 24970 50270 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2769 武雄看護リハビリテーション学校 佐賀県 看護学科 4110014-1710011-0 2022/4/1 2025/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 28 44,000 245960 289960 医療・社会福祉・保健衛生関係 看護師

2770 武雄看護リハビリテーション学校 佐賀県 理学療法学科 4110014-1910011-0 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 20 44,000 179300 223300 医療・社会福祉・保健衛生関係 理学療法士

2771 ホットラインワールド 佐賀県 介護福祉士養成実務者研修（訪問介護員研修２級修了者） 4110015-1910011-2 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 13 38,500 110000 148500 医療・社会福祉・保健衛生関係 介護福祉士

2772 ホットラインワールド 佐賀県 介護福祉士養成実務者研修（介護職員初任者研修修了者） 4110015-1910021-5 2024/4/1 2027/3/31 通学 平日昼間、夜間、土日 1か月 9 36,300 66550 102850 医療・社会福祉・保健衛生関係 介護福祉士

2773 ホットラインワールド 佐賀県 介護福祉士養成実務者研修（無資格者） 4110015-1910031-8 2024/4/1 2027/3/31 通信 - 5か月 0 0 99000 99000 医療・社会福祉・保健衛生関係 介護福祉士

2774 佐賀県医療センター好生館看護学院 佐賀県 助産学科 4110016-2210011-4 2022/4/1 2025/3/31 通信 - 5か月 0 0 99000 99000 医療・社会福祉・保健衛生関係 助産師



特定一般教育訓練　指定講座一覧（令和６年10月１日時点）

NO. 施設名 都道府県 講座名 指定講座番号 指定開始日 指定終了日 実施方法 実施区分 訓練期間総訓練時間入学料 受講料 経費合計 分類名 目標_資格名称
757 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 佐賀県 特定行為研修（精神及び神経症状に係る薬剤投与関連） 4122003-2420013-4 2024/10/1 2027/9/30 通学 平日昼間10か月 284 0 600000 600000 医療・社会福祉・保健衛生関係 特定行為研修



 
 
 
 

資料№４ 

令和６年度公的職業訓練効果検証について 

令和６年８月 28 日 令和６年度 第１回佐賀県地域職業能力開発促進協議会 



令和６年度 佐賀県地域職業能力開発促進協議会 効果検証について（委託訓練）

効果検証対象の訓練分野及び訓練コース効果検証対象の訓練分野及び訓練コース

ヒアリングの実施状況ヒアリングの実施状況

○対象分野 デジタル分野

○対象訓練コース ① 高度デジタル人材育成科 （唐津地区・令和4年4月～令和6年3月・2年間）
② Webデザイン・DX基礎習得科（佐賀地区・令和5年12月～令和6年4月・5か月間）

○対象訓練コース内容 ① プログラミングの基礎を学び、基本情報技術者試験の合格（国家資格取得）を目指す。
② Webサイト制作技術、パソコン技術、DX基礎知識を習得する。

○ヒアリング実施時期 令和6年5月～6月

○ヒアリング実施者 佐賀労働局
佐賀県

○ヒアリング先
・訓練実施機関 2機関

・訓練修了者 ① 5名 ② 10名

・訓練修了者採用企業 ① 2社 ② 3社
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ヒアリング実施結果 ① 高度デジタル人材育成科ヒアリング実施結果 ① 高度デジタル人材育成科

• システムエンジニアやプログラマーはチームで動くことが多いため、チームで課題解決を行う訓練を取り入れている。
• 基本情報技術者試験の合格を修了要件としているが、合格前に就職が決まると、内定先の事前研修等で忙しくなり、
試験への優先度が下がってモチベーションが上がらなくなる訓練生もいる。入校者8名のうち、2名はこれが原因で合
格できず、途中退校となった。

• 県内企業におけるシステムエンジニアやプログラマーの求人が少なく、県内企業への就職は1社（3名）でその他は県外
企業への就職となった。県内へのIT企業の誘致が進んでいるので、そのような企業へのマッチングなども行いたい。

訓練実施機関

訓練修了者

採用企業

●訓練受講前に希望していた訓練内容
・プログラミング、Word・Excel・PowerPointスキル、ビジネスマナー・一般教養
●就職後に役に立った訓練内容
・プログラミング、DX基礎知識、Word、Excel、PowerPointスキル、自己分析、面接対策
●意見・要望
・IT以外にもビジネスマナーなどに関するカリキュラムも充実しており、就職してからも必ず役立つスキルを身につけ
ることができた。
・開講1期目なので、カリキュラムのスケジュール・内容についてはまだ粗があると感じた。

• 採用にあたって訓練受講の有無は考慮しないが、資格などは考慮する。

• 知識や資格も当然必要だが、ビジネスマナー、コミュニケーション能力、意欲など総合的に考えて採用している。

• 訓練修了者は、システム開発の基本ができており、理解もしているので、システム開発について詳しく説明しなくて
もよい。

• 今後は各部門にもデジタル系の人員を配置し、デジタル化に必要な意見を吸い上げることも考えており、デジタルの
人材が不足している。デジタル関係は資格に応じて報奨金がある。（入社時に資格を持っている場合など）
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ヒアリング実施結果 ② Webデザイン・DX基礎習得科ヒアリング実施結果 ② Webデザイン・DX基礎習得科

• 訓練生募集のチラシをよく見ず、PhotoshopやIllustratorを学ぶことができると思って受講する訓練生もいた。

• 訓練生の就職先は事務、営業が多く、Web系職種に応募したもの者もいるが不採用となり、これまでのところWeb系
職種に就いた者はいない。

• Webデザイナーは経験者有利で、訓練修了だけでそのような職に就くのは難しい。ただし、県内の中小企業では、1
人で事務も営業も社内DXも…と複数の仕事を任されることが多いので、事務や営業として採用されても、社内DXの
促進やHP更新も担える人材として活躍できるという企業ニーズに合った訓練になっていると思う。

訓練実施機関

訓練修了者

採用企業

●訓練受講前に希望していた訓練内容
・Web制作技術（HTML/CSS、JavaScript等）、Web編集（Photoshop、Illustrator等）、Word・Excel・PowerPointスキル
●就職後に役に立った訓練内容
・Word・Excel・PowerPointスキル、履歴書等の書き方、ビジネスマナー・一般教養、自己分析、面接対策
●意見・要望
・オフィスソフトも学ぶことができたので、Web系での就職は難しそうだが、事務など職の幅が広がった。
・Webサイトの仕組みを学んだことで、気になったサイトがどのように制作されたものなのか確認するまでになった。
・DXを学んだことで、業務改善や改革をするにあたり、考え方やその方法を知ることができた。

• 営業事務の仕事をしてもらっているので、パソコン等のスキルは役に立っている。DX関係は今後役に立つと思われる。

• 今後もDXは必要と思われるので訓練修了者を採用した。DX基礎や情報セキュリティの基礎が活用されるかもしれない。

• 特に訓練修了者ということではなく、コミュニケーション能力もあり、パソコンのスキルがあることなど総合的に判
断して採用を決めている。

• DXについては、今まで手作業で行っていた定型化されたことを自動化して業務効率につなげている。また、発注業務
と入金の統括システムを作成し業務の簡素化を図っている。
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ヒアリングを踏まえた効果検証ヒアリングを踏まえた効果検証

訓練効果が期待できる内容 訓練効果を上げるために改善すべき内容

●DX基礎知識
・プログラミングやWebデザインに加え、DXの基
礎知識を学ぶことで、デジタルの知識技術をより
実用的に応用して活用することができる。

●ビジネスマナー、コミュニケーションスキル
・デジタルの知識技術を活かす職場であっても、個
人単位ではなく、職場の仲間とともにチーム単位
で業務を進めていくことが求められている。

●入口のミスマッチ（訓練生⇔訓練実施機関）
・デジタル分野の内容は幅広いため、訓練生が事前にイメージしていた
訓練内容と相違が生じているケースがある。訓練生に訓練内容を事前
にしっかりと認識してもらうための取組が必要。
・国家資格取得が修了要件となるものは、その点の周知徹底も必要。

●出口のミスマッチ（訓練生⇔就職先企業）
・デジタルの知識技術を活かすことのできる県内企業と十分にマッチン
グできていない状況。訓練生にそのような県内企業の情報をしっかり
届けていくことが必要。

訓練カリキュラム等の改善促進策（案）訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

毎月、県内全ハローワークで実施している訓練希
望者向けの訓練説明会・相談会への参加者を増や
し、訓練希望者が訓練実施機関と事前に直接やり
取りすることができる機会を提供。

ハローワークの訓練窓口担当者向けに訓練内容の
詳細を明記した資料を提供しているが、それに加
えて訓練実施機関による説明会を開催。

訓練内容の周知徹底のため

訓練希望者向け訓練説明会・相談会
への参加促進

HW訓練窓口担当者向け訓練説明会
の開催

県内企業とのマッチング支援のため

求人票＋αの情報提供

ハローワークにおいて、求人票の仕事内容欄を詳
細に記載し、デジタルの知識技術を活かすことが
できそうな求人情報をピックアップし、訓練実施
機関に提供。
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令和６年度 佐賀県地域職業能力開発促進協議会 効果検証について（求職者支援訓練）

効果検証対象の訓練分野及び訓練コース効果検証対象の訓練分野及び訓練コース

ヒアリングの実施状況ヒアリングの実施状況

○対象分野 デジタル分野

○対象訓練コース イチから丁寧に学べるWebデザイン習得科（eラーニング）
（令和5年10月～令和6年3月・5か月間）

○対象訓練コース内容 初心者から最新のWebサイト制作技術・知識を習得する。

○ヒアリング実施時期 令和6年5月～6月

○ヒアリング実施者 佐賀労働局
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀支部

○ヒアリング先
・訓練実施機関 1機関

・訓練修了者 15名

・訓練修了者採用企業 2社
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ヒアリング実施結果 イチから丁寧に学べるWebデザイン習得科（eラーニング）ヒアリング実施結果 イチから丁寧に学べるWebデザイン習得科（eラーニング）

訓練実施機関

訓練修了者

採用企業

• 企業において幅広くWeb関連技術を行うことができる訓練内容とした。Webデザイン業界では、完全分業制であるた
め、すべての工程を訓練で理解していることは有益である。

• 現場の声を多く盛り込んだ内容の講義と、資格取得のメリット、就職への考え方などの指導を行った。
また、訓練で学んだことを求人者へアピールできるよう支援を実施した。

• 基礎を学んだらエラーの対処の仕方、情報の集め方、学習する方法などを学んでもらい訓練後も役立つようにしてい
る。

●訓練受講前に希望していた訓練内容
・Web制作技術、Web編集、キャリアコンサルティング
●就職後に役に立った訓練内容
・Web編集、Web制作技術、キャリアコンサルティング、自己分析、履歴書等の書き方
●意見・要望
・キャリアコンサルティングで自分を見つめ直し、今後の目標を立てることができた。希望の業種・職種に就職するこ
とができたのは、職業訓練で様々な経験ができたことが大きい。
・受講時間の中で、色々な種類の制作物を作ってどんどん添削してもらえる時間を増やしてほしい。

• 仕事内容が事務関係なので、パソコンスキルは役に立っている。Webデザイン関係の基礎を学ばれているので広報誌
の作成などもやってもらう予定。

• 特に訓練修了者ということではなく、意欲、コミュニケーション能力、メンタル面の強さ、忍耐力など総合的に判断
し採用を決めている。

• DXについては、デジタル分野に強い職員でDXチームを作り、今まで手作業で行っていた定型化されたことを自動化し、
業務効率化につなげている。
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ヒアリングを踏まえた効果検証ヒアリングを踏まえた効果検証

訓練効果が期待できる内容 訓練効果を上げるために改善すべき内容

●Web制作・編集技術
・初心者から最新のWeb制作スキルを身につけ、
また実践をとおして得た知識も活用し、幅広く
Web関連業務を行うことができる。

●ビジネスマナー、コミュニケーションスキル
・Web関連業務ではリモートワークを希望する者
も多いが、リモートワークこそ高いコミュニ
ケーション力、ビジネスマナーが求められる。

●入口のミスマッチ（訓練生⇔訓練実施機関）
・Webデザインの現場について理解不足がみられる。訓練修了後の
就職をイメージできるよう、現場の状況についての説明が必要。

●出口のミスマッチ（訓練生⇔就職先企業）
・資格取得のメリット、就職への考え方など、就職先が求めるスキ
ルとその重要性についての意識付けが必要。
・訓練で習得した知識を、求人者へアピールすることで就職促進に
つながる。

訓練カリキュラム等の改善促進策（案）訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

就職先で求められるスキルに対応した

実技科目の設定

初心者から最新のWeb制作スキルを身につけられ
る科目の充実。

Webデザイン業界における全ての工程を理解した
うえで基本スキルを習得するカリキュラム。

関連資格取得に対応した科目の設定。

キャリアコンサルティング・
就職支援の充実

就職先が求めるスキル、資格取得のメリット、就
職への考え方とその重要性の意識付け。あわせて
意欲と継続した学習意欲の醸成。

習得したスキルのアピール方法や履歴書等の記載
方法等の支援の充実。
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 資料№５ 

令和６年度ハロートレーニング（職業訓練）に関する 

アンケート調査結果について 

 
令和６年８月 28 日  令和６年度 第１回佐賀県地域職業能力開発促進協議会 



ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求職者

Q1.性別、年齢等についてお教えください

※県内ハローワークを利用された求職者・求人者を対象に訓練ニーズに関するアンケート調査を実施。
※求職者５９９名（令和６年６月～６年７月）、求人者１４５事業所（令和６年６月～６年７月）から回答を得られ
た。

男 女
性別

無回答
計

10代 3 4 0 7
20代 43 56 1 100

30代 42 78 1 121
40代 30 68 2 100
50代 40 73 1 114

60代以上 62 65 19 146
無回答 5 2 4 11
合計（人） 220 344 24 588

1%

1%

0%

1%

20%

16%

4%

17%

19%

23%

4%

21%

14%

20%

8%

17%

18%

21%

4%

19%

28%

19%

79%

25%

男

女

性別無回答

全体

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上

Q２.ハロートレーニング（職業訓練）をご存知ですか

男 女
性別
無回答

全体

125 237 11 373

100 108 14 222

0 1 3 4

225 345 25 595

知っている

合計

知らない

無回答

56%

69%

44%

63%

44%

31%

56%

37%

男

女

性別無回

答

全体

知っている 知らない
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求職者

Q３.ハロートレーニング（職業訓練）を受講してみたいですか

男 女
性別

無回答
全体

51 76 2 129

75 116 12 203

98 153 11 262

1 1 3 5

224 345 25 594合計

わからない

無回答

受講は希望しない

受講してみたい

23%

22%

8%

22%

33%

34%

48%

34%

44%

44%

44%

44%

男

女

性別無回答

全体

受講してみたい 受講は希望しない わからない

Q４.Q３で「受講は希望しない」「わからない」と回答した方にお尋ねします。その理由は何ですか

男 女
性別
無回答

全体

64 93 6 163

57 93 7 157

10 30 2 42

22 48 7 77

6 16 2 24

21 14 14 49

13 12 0 25

180 294 38 512

訓練の受講期間が長いから

訓練についていけるか不安だから

受講したい訓練がないから

受講後の効果がわからないから

合計

訓練制度・内容のことが
よくわからないから

すぐ就職したいから

無回答

36%

32%

16%

32%

32%

32%

18%

31%

6%

10%

5%

8%

12%

16%

18%

15%

3%

5%

5%

5%

12%

5%

37%

10%

男

女

性別無回答

全体

すぐ就職したいから

訓練制度・内容のことがよくわからないから

受講したい訓練がないから

訓練についていけるか不安だから

訓練の受講期間が長いから

受講後の効果がわからないから
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求職者

Q５.ハロートレーニングを受講する場合、希望する訓練内容をお教えください（複数選択可）

男 女
性別
無回答

全体

26 42 2 70

10 10 0 20

9 24 1 34

8 3 0 11

4 1 0 5

20 1 0 21

5 5 0 10

2 9 2 13

3 4 0 7

21 28 2 51

87 99 7 191

美容系(ネイル、リラクゼーション等)

国家資格(保育士、栄養士、調理師等)

パソコン操作(ワード・エクセル等)

販売・営業系(マーケティングﾞ、登録販売者等)

合計

介護系(初任者研修、実務者研修)

事務系(会計簿記、医療事務等)

Webデザイン(JavaScript、PhotoShop等)

ものづくり系(溶接、CAD、電気、住環境CAD等)

その他

無回答

【その他の回答】
フォークリフト、食品製造、語学関係、宅地宅建取引士、鍼灸師等

30%

42%

29%

37%

11%

10%

0%

10%

10%

24%

14%

18%

9%

3%

0%

6%

5%

1%

0%

3%

23%

1%

0%

11%

6%

5%

0%

5%

2%

9%

29%

7%

3%

4%

0%

4%

男

女

性別無回答

全体

パソコン操作(ワード・エクセル等)
Webデザイン(JavaScript、PhotoShop等)
事務系(会計簿記、医療事務等)
販売・営業系(マーケティングﾞ、登録販売者等)
介護系(初任者研修、実務者研修)
ものづくり系(溶接、CAD、電気、住環境CAD等)
国家資格(保育士、栄養士、調理師等)
美容系(ネイル、リラクゼーション等)
その他

Q６.ハロートレーニングを受講する場合、希望する就職支援をお教えください（複数選択可）

男 女
性別

無回答
全体

36 71 3 110

29 65 1 95

31 54 2 87

36 57 1 94

36 57 3 96

39 90 3 132

43 67 3 113

88 116 18 222

250 461 16 727

求人情報の提供

ビジネスマナー、一般教養

自己分析

メンタルの保ち方

履歴書・職務経歴書の作成指導

面接対策

職場見学、企業説明会

無回答

合計

14%

15%

19%

15%

12%

14%

6%

13%

12%

12%

13%

12%

14%

12%

6%

13%

14%

12%

19%

13%

16%

20%

19%

18%

17%

15%

19%

16%

男

女

性別無回答

全体

ビジネスマナー、一般教養 自己分析

メンタルの保ち方 履歴書・職務経歴書の作成指導

面接対策 求人情報の提供

職場見学、企業説明会
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Q７.ハロートレーニングに求めることをお教えください（複数選択可）

Q８.ハロートレーニングへのご意見・ご要望等

ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求職者

男 女
性別
無回答

全体

22 31 2 55

44 68 2 114

24 31 2 57

20 62 0 82

23 62 4 89

0 15 0 15

30 49 4 83

11 43 1 55

105 133 16 254

174 361 15 550

無回答

合計

訓練の周知広報

オンライン訓練の開催

佐賀市以外での開催

訓練コースの種類を増やす

訓練の数、開催時期を増やす

訓練内容や受講要件を詳しい説明

中高年層向けの訓練の開催

託児付きの訓練の開催

13%

9%

13%

10%

25%

19%

13%

21%

14%

9%

13%

10%

11%

17%

0%

15%

13%

17%

27%

16%

0%

4%

0%

3%

17%

14%

27%

15%

6%

12%

7%

10%

男

女

性別無回

答

全体

訓練の周知広報
訓練内容や受講要件を詳しい説明
訓練の数、開催時期を増やす
訓練コースの種類を増やす
佐賀市以外での開催
託児付きの訓練の開催
中高年層向けの訓練の開催
オンライン訓練の開催

1. 職業訓練を受講する際、ハローワーク内で募集(応募)や面接が出来るようになるとありがたい。

2. 訓練内容が詳しくわからない。

3. 訓練の場所が通いやすいとありがたい。(鹿島・太良・オンライン可など)

4. 知人もハロートレーニングを受講した結果、現職に役立っているとの事で機会があれば私も受講したいと思う。

5. 訓練内容の範囲が広くなればとてもありがたい。

6. 市外・近場で託児付きの訓練をしてほしい。
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求人者

Q１.業種、従業員数についてお答えください

●回答事業所の業種について

●回答事業所の従業員数について

※複数業種選択の回答あり

25
3
1
6

11
2
0
4

49
4

13
25
5
1

148

サービス

業種

建設業
電気・ガス・水道業
情報通信業
運輸・郵便業
卸・小売業
金融・保険
不動産・物品賃貸
飲食・宿泊
医療・福祉
教育

製造
その他
無回答
合計

25

3

1

6

11

2

0

4

49

4

13

25

5

0 10 20 30 40 50 60

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

回答事業所の業種

～１０人 19
１１～２９人 43
３０～９９人 52
１００～２９９人 24
３００～４９９人 1
５００人以上 5
無回答 1

合計 144

19

43

52

24

1

5

0 10 20 30 40 50 60 70

～１０人

１１～２９人

３０～９９人

１００～２９９人

３００～４９９人

５００人以上
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

Q２.ハロートレーニング（職業訓練）をご存知ですか

Q３.訓練受講生を採用したことがありますか

88
56
1

144

2.知らない
無回答
合計

1.知っている

61%

39%
1.知っている

2.知らない

17

1

1

4

8

1

0

3

31

2

7

11

3

8

2

0

2

3

1

0

1

18

2

6

13

2

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

知っている 知らない

1.はい 26
2.いいえ 89
3.わからない(訓練受講生であるか不明など) 30
4.無回答 0
合計 145

18%

61%

21% 1.はい

2.いいえ

3.わからない(訓練受講生

であるか不明など)

7

0

0

0

2

0

0

0

8

0

2

6

0

12

2

1

3

8

1

0

4

31

3

9

13

5

6

1

0

3

1

1

0

0

10

1

2

6

0

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

はい いいえ わからない(訓練受講生であるか不明など）
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求人者求人者

Q４.訓練受講生を採用してみたいですか

Q５.Q4で「はい」と回答した方にお尋ねします。その理由は何ですか

1.はい 75
2.いいえ 4
3.わからない 66
4.無回答 0
合計 145

17

0

1

2

2

1

0

1

27

0

10

13

2

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

8

3

0

4

8

1

0

3

20

3

3

12

3

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

はい いいえ わからない

52%

3%

46%

1.はい

2.いいえ

3.わからない

1.必要な資格・知識を取得しているため 51
2.ビジネスマナーの基礎ができているため 17
3.コミュニケーション能力が身についているため 16
4.積極性、向上心があるため 38
5.その他 2
6.無回答 0
合計 124

41%

14%
13%

31%

2% 1.必要な資格・知識を取得して

いるため
2.ビジネスマナーの基礎ができ

ているため
3.コミュニケーション能力が身

についているため
4.積極性、向上心があるため

5.その他

13

0

1

1

1

0

0

0

19

0

5

3

0

3

0

0

1

0

0

0

0

6

0

3

2

1

4

0

1

2

0

0

0

0

6

0

2

2

0

10

0

1

2

2

0

0

0

14

0

5

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

必要な資格・知識を取得しているため
ビジネスマナーの基礎ができているため
コミュニケーション能力が身についているため
積極性、向上心があるため
その他
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求人者求人者

Q６.Q4で「いいえ」「わからない」と回答した方にお尋ねします。その理由は何ですか

1.必要な資格・知識は採用後取得でよいため 7
2.経験者しか採用していないため 5
3.訓練内容・効果がよくわからないため 25
4訓練修了者の情報がよくわからないため 19
5.業務上必要な資格等を取得できる
   訓練コースがないため

13

6.無回答 8
合計 69

10%

7%

36%
28%

19%

1.必要な資格・知識は採

用後取得でよいため

2.経験者しか採用してい

ないため

3.訓練内容・効果がよく

わからないため

4訓練修了者の情報がよ

くわからないため

5.業務上必要な資格等を

取得できる

訓練コースがないため

0

1

0

0

2

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

2

4

0

0

3

8

1

3

3

0

3

1

0

0

0

0

0

2

8

1

0

5

0

2

0

0

1

2

0

0

0

3

1

0

3

1

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

必要な資格・知識は採用後取得でよいため

経験者しか採用していないため
訓練内容・効果がよくわからないため

訓練修了者の情報がよくわからないため
業務上必要な資格等を取得できる訓練コースがないため
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果
求人者求人者

Q７.採用時において必要なスキルや知識、重視するものは何ですか(複数選択可)

1.業務上必要な資格 56
2.パソコン操作(Word・Excel・PowerPoint等) 45
3.HP更新(メンテナンス等) 1
4.ビジネスマナー 55
5.コミュニケーション能力 94
6.ストレスケア 6
7.その他 15
8.無回答 7
合計 272

12

1

1

4

2

0

0

1

24

2

5

7

0

9

1

0

1

3

0

0

0

16

0

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

7

1

0

1

3

1

0

4

23

0

4

12

1

16

2

0

1

8

1

0

3

39

2

7

15

3

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

2

1

3

1

0

0

2

0

0

0

4

0

2

3

1

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

業務上必要な資格 パソコン操作

HP更新 ビジネスマナー・一般教養

コミュニケーション能力 ストレスケア

その他

21%

17%

0%20%

35%

2%

6%

1.業務上必要な資格

2.パソコン操作(Word・

Excel・PowerPoint等)
3.HP更新(メンテナンス

等)
4.ビジネスマナー

5.コミュニケーション能

力
6.ストレスケア

7.その他

【業務上必要な資格回答】
施工管理、土木・建築施工管理、足場、玉掛、介護福祉士、社会福祉士、
看護士、保育士、溶接・機械加工、CAD、簿記・経理、普通自動車免許、
大型免許、フォークリフト、危険物等

【その他回答】
・過去の経験を現職に押し付けず、柔軟に対応できる能力(医療・福祉)
・実務経験(製造)
・体力、自己管理力(農業)
・接客力(卸・小売り業) 等
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求人者求人者

Q８.ハロートレーニングに求めることをお教えください(複数選択可)

1.訓練の周知広報、受講者増加の取組 41
2.訓練修了者の情報提供、マッチング支援 73
3.受講生の職場見学・職場体験 42
4.事業所のPR機会の提供(企業説明会等) 21
5.無回答 24
合計 177

8

2

0

1

4

0

0

1

13

1

7

6

0

1

0

1

4

0

0

3

30

2

7

11

2

0

0

0

1

0

0

1

19

1

4

6

2

0

0

1

0

1

0

2

8

0

2

4

1

0

0

3

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

訓練の周知広報、受講者増加の取組

訓練修了者情報提供、マッチング支援

受講生の職場見学・職場体験

事業所のPR機会の提供

23%

41%

24%

12%

1.訓練の周知広報、受

講者増加の取組

2.訓練修了者の情報提

供、マッチング支援

3.受講生の職場見学・

職場体験

4.事業所のPR機会の提

供(企業説明会等)

Q９.訓練修了者を対象とした企業説明会等を開催する場合、参加を希望しますか

1.希望する 63
2.希望しない 68
3.無回答 14
合計 131

48%

52%

1.希望する

2.希望しない

11

1

0

1

2

1

0

3

29

0

6

7

3

1

1

4

9

0

0

1

18

4

7

13

2

0

建設業

電気・ガス・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸・小売業

金融・保険

不動産・物品賃貸

飲食・宿泊

医療・福祉

教育

サービス

製造

その他

業種別回答数

希望する 希望しない
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ハロートレーニング(職業訓練)に関するアンケート調査結果

求人者求人者

Q10.ハロートレーニングへのご意見・ご要望

1.職業訓練の修了予定者の情報を提供してほしい（資格、修了する日付等）。

2.職業訓練の内容がよくわからない。

3.当社の希望するスキルに該当する訓練修了者がいるのであれば採用したい。

4.人員が少なくて業務に追われているため、訓練修了者を対象とする企業説明会等に参加する時間がありません。

5.希望される方がいらっしゃったらぜひ相談ください。

6.働かなければ生活が出来ない環境にある方を採用したい。辞められることはないかなと考えるため。

7.専門的な知識を身につけており、即戦力として複数名の方を採用、活躍されている（介護）。

8.デジタルの人材が不足している。人材募集会社に依頼すると、資格によってはかなりの金額が必要となるため、情報提供をお願いしたい。
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令和５年度における佐賀県地域職業訓練実施計画 
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令和５年度佐賀県地域職業訓練実施計画 

 

 

１ 総説 

(１) 計画のねらい 

本計画は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）に基づき、公共職業

能力開発施設等で行われる職業訓練（以下「公共職業訓練」という。）や、職業訓

練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号

。以下「支援法」という。）第 2 条に規定する特定求職者（以下「特定求職者」と

いう。）に対する支援法第 4 条第 1 項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた

職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）について、国及び佐賀県が一体とな

って特定求職者を含む求職者等に対する職業訓練受講の機会を十分に確保するた

め、職業訓練の実施に関し、重要な事項を定めたものである。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期間

」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」

という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、職業

の安定及び労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、佐賀労働局、佐賀県

内公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）及び地方公共団体等関係機

関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るものとする。 

 

(２) 計画期間 

計画期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。 

 

(３) 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うもの 

とする。 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

（１） 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

労働市場の動向としては、本県の令和４年 12 月の有効求人倍率は 1.40 倍で、前  

月から 0.06 ポイント上昇した。有効求人倍率 1.40 倍は昭和 38 年の統計開始以来、 

過去最高で、1.3 倍台は 11 か月連続、1.2 倍台以上は 19 か月連続で推移しているこ 

とから、雇用失業情勢は、「求人が求職を上回る状況が継続しており、着実に改善が 

進んでいる」と判断している。一方、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、本県 

の持続的な経済成長のためには、働き方改革の推進等を通じた非正規雇用労働者の 

待遇改善、長時間労働の是正及び人材育成の強化・人材確保対策の推進などにより、 

労働環境の整備や生産性の向上に取り組んでいくことが課題となる。 

このため、公的職業訓練を通じて、人手不足が深刻な分野、成長が見込まれる分野 
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    等に向けた人材の育成を図るとともに企業の人材ニーズに合致した在職者の生産性の 

 向上を進めていく等多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 

また、労働力人口が減少していくことが予想される中、フリーター、女性、高齢者、 

障害者及び就職氷河期世代等のそれぞれの課題に応じた能力開発を行い、円滑な再就 

職に努めていくことが必要である。 

県内ハローワーク（佐賀、唐津、武雄、伊万里、鳥栖、鹿島）を利用された求職者・ 

求人者を対象に訓練ニーズに関するアンケート調査を実施。求職者 1,358 名（令和４ 

年４月～４年８月）、求人者 157 事業所（令和４年７月～８月）から回答を得られた。 

    求人者 157 事業所のうちＩＴスキルについて回答された内容は、多い順に「文書作成 

 （基礎）」66 事業所（42.0％）、「表計算（基礎）」60 事業所（38.2％）で、ワード・ 

エクセル・ホームページ作成など基礎なスキルについて一定のニーズが見られた。ま 

た「ハロートレーニング（職業訓練）を知っていて受講してみたい求職者」は 265 名 

（19.5％）で、受講してみたい訓練コースは、「事務系（会計・簿記・医療事務等） 

」や「情報系（IT 関連・Web デザイン等）」が多かった。社会全体のＤＸの加速化な 

ど、成長が見込まれる分野に必要となる人材育成のため、IT 分野の資格取得を目指す 

委託訓練コースの訓練委託費等の上乗せ措置などを活用し、デジタル分野の訓練をよ 

り一層推進する必要がある。 

一方で「ハロートレーニングを知らない求職者」が 531 名（39.1％）あったため、 

さらなる周知広報を図るために、令和４年 10 月から一部のコースではあるが、訓練の 

受講風景の動画を配信している。これにより、公的職業訓練についての関心を高め、 

受講者の増加をめざしていくこととしている。 

 

（２）令和 4 年度における公的職業訓練をめぐる状況 

・ 令和 4 年度の佐賀県内における新規求職者のうち、特定求職者に該当する可能 

性のある者の数は令和 4 年 11 月末現在で 12,716 人であった。 

  そうした中、令和 4 年度の職業訓練の受講者数は次のとおりであった。 

公共職業訓練（離職者訓練）  927 人（令和 4 年 11 月末現在） 

求職者支援訓練             178 人（令和 4 年 11 月末現在） 

公共職業訓練（在職者訓練） 1,080 人（令和 4 年 11 月末現在） 

うち生産性向上支援訓練     576 人（令和 4 年 11 月末現在） 

   ・ 令和 4 年度の職業訓練の就職率は次のとおりであった。 

公的職業訓練（離職者訓練）うち 

施設内訓練(佐賀職業能力開発促進センター） 84.6％ 

（令和 4 年 8 月末現在） 

委託訓練（県立産業技術学院）76.5％ 

（令和 4 年 8 月末現在） 

求職者支援訓練      

基礎コース                53.0％ 

実践コース                45.4％ 

 

注 1 求職者支援訓練については、平成 26 年 4 月に開講した職業訓練コース
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から雇用保険適用就職率を目標設定に用いている。 

注 2 公共職業訓練（施設内訓練・委託訓練）は令和 4 年 4 月から令和 4 年 8

月末までの訓練修了者等の訓練修了後 3 か月の就職率である。 

注 3 求職者支援訓練の基礎コース及び実践コースは、令和 3 年 4 月以降、令

和 4 年 3 月末までに修了したコースの訓練修了者等の訓練修了後 3 か月

の就職率である。 

 

（３）公的職業訓練の効果的な実施のための取組 

   公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会や受講者を適 

   切に確保するとともに、職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現してい 

く上で、佐賀労働局・佐賀県・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下 

「支援機構」という。）佐賀支部が一体的に公的職業訓練の実施に係る調整を行って 

いく。求職者支援訓練においては、委託訓練と訓練対象者が重なり、訓練実施機関も 

同一となることが多いこと等から、訓練申込者が分散し中止となるコースが発生する 

ことを極力避けるため、同一分野の訓練コースの募集期間や訓練期間が可能な限り委 

託訓練と調整しないよう留意し、設定を行う。委託訓練においては、社会全体のＤＸ 

の加速化など、成長が見込まれる分野に必要となる人材育成のため、IT 分野の資格取 

得を目指す訓練コースの訓練委託費等の上乗せ措置などを活用し、デジタル分野の訓 

練をより一層推進していく。 

また、地域の訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解や協力を得て、訓練カ 

リキュラム等の見直しも含め、訓練の実施結果や地域の人材ニーズを踏まえた改善の 

ための取組も必要である。このため、令和５年度においても、地域職業能力開発促進 

協議会を開催して、関係者の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実 

効ある職業訓練の推進に資することとする。 

地域職業能力開発促進協議会においては、公的職業訓練に係る訓練分野や規模、時 

期及び地域等について具体的な調整を行うため、佐賀労働局職業安定部訓練室、佐賀 

県産業労働部産業人材課及び支援機構佐賀支部からなるワーキング・グループを設置 

し、地域の産業ニーズを踏まえた訓練内容の検討及び訓練効果を上げるために訓練カ 

リキュラム等の改善を図るため、訓練効果の検証を行うこととする 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

離職者を対象とする公的職業訓練については、 佐賀県内において人材不足が深刻な

分野や、成長が見込まれる分野等の人材育成に重点を置きつつ実施する。 

また、県内における公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう引き続き、佐 

賀労働局、佐賀県及び支援機構佐賀支部をはじめとする関係地方自治体・行政機関、 

訓練実施機関・団体や労使団体等の幅広い連携・協力関係を密にして、佐賀県の人材育 

成に取り組むこととする。 

さらに、産業界や関係機関の協力も得ながら職業能力評価制度、民間教育訓練機関に 

おける職業訓練サービスガイドライン等の普及も進めていくこととする。 
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４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

(１) 離職者に対する公的職業訓練 

ア 離職者に対する公共職業訓練 

・ 離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消するため、 

知識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練 

機関を活用した委託訓練と、佐賀県立産業技術学院及び支援機構佐賀支部佐賀職業能 

力開発促進センターが行う施設内訓練との役割分担を踏まえつつ提供し、地域におけ 

る離職者等の多様な就業ニーズ及び企業の人材ニーズに応じた支援を実施するものと 

する。 

・ 本県における施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関で 

は実施することが困難な「ものづくり分野」において実施する。 

・ 雇用のセーフティネットとして、ひとり親等特別な配慮や支援を必要とする求職者 

に対して、態様に応じた職業訓練を実施する。 

・ 出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため 

短時間の訓練コース及び託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

また、多様な民間教育訓練機関等を活用し、育児中の女性等のリカレント教育に資  

する職業訓練を実施し早期就職を支援する。 

・  これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者を対象として、国家資 

格の取得等を目指す長期の訓練コースを引き続き実施する。 

・ 第４次産業革命による産業構造の変化や人材の流動化に対応するため、社会人とし 

て標準的に習得を求められる基礎的な IT リテラシーを習得する訓練を実施する。 

・ 効果的な離職者訓練の実施のための取組として、県内産業界及び地域の人材ニーズ 

を把握し、訓練科の見直しを行うものとする。離職者訓練の訓練科のうち、定員の充 

足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析を行っ 

た上で、その内容等の見直しを図る。また、就職率の向上を図るため、公共職業安定 

所との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング及び求人 

情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

・ 委託訓練については、地域職業能力開発促協議会により、県内産業界や地域の人材 

 ニーズに即した訓練カリキュラムの開発・検証等を推進することにより、就職率の向 

上を図るものとする。 

 

①  施設内訓練に係る実施規模と分野 

 〇佐賀県立産業技術学院 

・ 産業技術学院では、高等学校新卒者や若手離転職者を対象に、ものづくり分野の 

職業訓練科目を設定し、施設内訓練を実施する。生産現場で即戦力となる若手・技 

能者を育成するための訓練を実施する。 

・ 令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

全ての訓練科を 34 歳以下、普通課程 2 年コースで実施する。 
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〇支援機構佐賀支部佐賀職業能力開発促進センター 

佐賀職業能力開発促進センターでは、地域の事業主団体や事業主等業界の人材ニー 

  ズを基に、主にものづくり分野であって、民間教育訓練機関では実施が難しいコース 

を実施する。 

（ア）短期課程普通職業訓練 

・ 佐賀職業能力開発促進センターでは、短期課程普通職業訓練を実施する。 

（訓練期間：ものづくりベーシック科は 4 ヶ月、他は 6 ヶ月） 

・ 令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 日本版デュアルシステム （短期課程活用型） 

・ 日本版デュアルシステム（短期課程活用型）では、概ね 55 歳未満の求職者を 

対象に、佐賀職業能力開発促進センターで実施する職業訓練と企業等での実習 

を組み合わせて実施する。（訓練期間：6 ヶ月） 

・ 令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

（ウ） 橋渡し訓練（集合型） 

上記（ア）訓練コース開講前に、コミュニケーション能力やビジネスマナー、 

     各訓練科において必要となる専門基礎能力や IT に係る能力を習得する訓練を 

  行う。（訓練期間：1 ヶ月） 

 

 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建築技術・設計科 15 人 

機械技術科 20 人 

自動車工学科 15 人 

電気システム科 20 人 

木工芸デザイン科 10 人 

合    計 ５科 80 人 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀職業能力開発

促進センター 

CAD/NC オペレーション科 60 人 

溶接技術科 60 人 

ものづくりベーシック科 30 人 

電気設備施工科 60 人 

住環境 CAD 科 60 人 

合    計 ５科 270 人 

施設名称 訓練科名 定員 

佐賀職業能力 

開発促進センター 

電気保全サービス科 15 人 

合    計 １科 15 人 

施設名称 定員 

佐賀職業能力開発促進センター 56 人 
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② 委託訓練に係る実施規模と分野 ＜佐賀県立産業技術学院＞ 

  委託訓練では、専修学校、NPO 法人等民間教育訓練機関の様々な教育資源を活用 

 しながら、地域の雇用情勢や産業界のニーズに的確に対応し、雇用が見込まれる分 

野の職業訓練を、機動的かつ弾力的に実施する。 

・ 令和 5 年度に開始する訓練の訓練定員を 802 人として実施する。 

・ 訓練分野は、雇用の受け皿として期待される介護、保育及び医療などの分野や会 

計経理・ビジネス実務等企業の即戦力となる人材及び IT 分野をはじめ様々なデ 

ジタル人材等を養成する訓練を充実する。 

・ 出産・育児等により一旦離職した女性やひとり親等が安心して職業訓練を受講で 

きる環境を整備するため、託児サービス付及び短時間のコースを設定する。 

・ 中高年齢者等、多様なニーズに配慮したコースを設定する。 

・ 令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 公共職業訓練（離職者訓練）受講者の訓練 3 ヶ月後における就職率は、 

施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。 

 

イ 求職者支援訓練 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や自営廃 

業者等の雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセーフティ 

ネットとしての機能が果たせるよう、訓練認定規模 385 人を上限とする。 

求職者支援訓練については、基礎的能力のみを習得する基礎コースと、基礎的能

力から実践的能力までを一括して習得する実践コースを設定する。その際、成長分

野及び人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域における

産業の動向や求人ニーズを踏まえたものとする。 

実践コースについて、成長分野や基幹産業でより横断的に活用できる技能の習得

や安定した就職の実現に資するよう、地域の状況や工夫に応じて主体的に独自の訓

練分野や特定の対象者を念頭に置いた訓練コースの設定にも努めることとする。 

また、県内において訓練機会の提供が不足している地域について、地域ニーズ枠

を設定することとし、当該地域の訓練ニーズ及び公共職業訓練（離職者訓練）の実

施状況等を踏まえた上で、認定規模の 20％以内で設定することとする。 

子育て中の女性の再就職を支援するため、短時間の訓練コース及び託児サービス

付き訓練コースの設定を推進する。 

求職者支援訓練のうち、次の上限値以下で新規参入となる職業訓練を認定する。 

  基礎コース 上限値 30％ 

施設名称 区分 定員 

 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建設系 0 人 

事務系 172 人 

情報系 530 人 

サービス系 26 人 

介護系 74 人 

その他 0 人 

合    計 ４系 802 人 
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地域ニーズ

60 (15) 20 20 40 45 30 155 215

45 20 30 30 80 125

15 15 15 30

15 0 15

135 (15) 20 20 60 90 60 250 385

第３四半期

第４四半期

合計

計

第１四半期

第２四半期

基礎コース 実践コース

合計
介護 医療 デジタル 営・販・事 その他

 実践コース 上限値 30％ 

求職者支援訓練は、1 ヶ月ごとに認定することとし、申請対象期間の設定数を超

える認定申請がある場合は、 

新規参入枠については、職業訓練計画案等が良好なものから 

実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

・雇用保険適用就職率の目標は、基礎コース 58％、実践コース 63％を目指す。 

・令和 5 年度の訓練認定分野、規模及び認定における規定は以下のとおりである。 

 

佐賀県における令和 5 年度の求職者支援訓練の実施規模と分野【暫定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 各コースの定員数は概ね１０～３０名の範囲とし、応募状況により定員増の変更が

可能とする。  

※2 基礎コースの「地域ニーズ枠」は、ハローワーク武雄・鹿島管轄区域内（武雄市、

鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡）において実施する優先枠として設定し、認定枠

の内数である。なお、当該枠の認定がない場合、翌期以降に同じ地域ニーズ枠とし

て設定することができる。 

※3 「その他の分野」については、表示している実践コースの分野以外で特に佐賀県に

おいて求人ニーズが高い職種とする。 

※4 新規参入枠（規模）は、基礎コースは３０％以内、実践コースは分野全体の３０％

以内とするが、１コースの定員に満たない場合であっても１コースは枠として設定

できることとする。また、認定単位期間で実績枠に余剰定員が発生した場合は、枠

の活用のために同一認定単位期間内で新規枠へ振り替えることも可能とする。 

※5 認定枠が１コース分しかないコース、分野に対して、実績枠と新規参入枠の申請が

あった場合には実績枠を優先する。 

※6  基礎コース、実践コースの各分野で認定数が上限を下回った場合、翌期以降の同

コース・同分野に繰り越すことができる。 

※7 実践コースの全国共通分野（介護･医療･福祉、医療事務、デジタル）で認定数が上

限を下回った場合には、申請の状況及び次期以降の計画等を鑑み、必要に応じ同一

認定期間の「営業･販売･事務分野」または「その他の分野」に振り替えることがで

きる。 

※8 実践コースの全国共通分野以外の訓練分野（営業･販売･事務、その他）のいずれか

で認定数が上限を下回った場合には、申請の状況及び翌期以降の計画等を鑑み、必

要に応じ同一認定単位期間の他方の分野に振り替えることができる。 
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※9 下半期においては前期の繰り越し分について、基礎コース・実践コース間の振り替

えや実践コースの他の分野への振り替えを行うことができる。 

※10 実践コースの各分野で、認定数が上限を下回り１コースに満たない端数が生じた

場合、当該端数を集約して、別途指定する分野に振り替えることができる。 

※11 認定は１ヶ月毎に行う。認定単位期間毎の具体的な内容は、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構佐賀支部のホームページで周知する。 

※12 上記以外に状況に応じて別途、定員調整を行う場合があること。 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組や次年度への課題 

   比較的応募倍率が低い訓練コースへの受講勧奨の強化のため、佐賀県内ハローワー 

  クで開催されている月 1 回の訓練説明会や初回講習会にておいて、公共職業訓練の説

明時間を設けてもらい説明を行うなど、各機関のホームページなどによる広報と併せ、

効果的な周知や広報の強化を行った。また、比較的応募倍率が高いが就職率が低い訓練

コースについては、受講者に対しハローワークと連携した就職支援の強化を行った。 

令和 5 年度に向けての受講者を増やすための取組としては、佐賀職業能力開発促進 

センターの施設内訓練においては、受講しやすい訓練日程・募集期間等の検討を行い、 

訓練開始時期の変更を検討している。求職者支援訓練においては、委託訓練と訓練対象 

者が重なり、訓練実施機関も同一であることが多いこと等から、申込者が分散し中止 

コースが増えることを極力避けるため、同一分野の訓練の募集期間及び訓練期間が可 

能な限り委託訓練と重複しないよう設定を行う。 

   また、委託訓練においては、就職実績に応じた委託費を支給することにより、就職率 

の向上とともに、求職者の安定的な雇用の実現を図る。訓練修了１ヵ月前を目途に就職 

先が決まっていない訓練生について、必ずハローワークに誘導を行い、就職相談を受け 

ることができるよう、訓練コースのカリキュラムに就職活動日を設定し、就職支援の徹 

底を図る。 

 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練等 

在職者訓練については、県内の産業構造の変化や技術の進歩等による業務の変化に

対応する高度な技能及びこれに関する知識を習得させる職業訓練であって、民間教育

訓練機関において実施することが困難なものを実施するものとする。 

効果的な在職者訓練の実施のための取組として、県内の中小企業事業主等の人材ニ

ーズを把握した上で、真に必要とされている在職者訓練の訓練科の設定を行うととも

に、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに即した実施方法等により行うものと

する。 

また、支援機構佐賀支部佐賀職業能力開発促進センターに設置した生産性向上人材

育成支援センターでは、中小企業の生産性向上に必要な生産管理や従業員の IT 利活用

等（全ての従業員が今後標準的に装備することが期待されているもの。）の習得に資

する訓練を実施する。 

＜在職者訓練に係る実施規模と分野＞ 

ア 佐賀県立産業技術学院 
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 令和 5 年度の定員・訓練科目は、以下のとおりである。   

（ア）レディメイド訓練 

 あらかじめテーマ、訓練実施日時等を設定した上で、在職者技能向上訓練を 

 実施し、県内企業の人材育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）オーダーメイド訓練 

県内企業が「必要なときに」「必要な訓練を受ける」ことができる「オン

デマンド型」の在職者技能向上訓練を実施することにより、県内企業の競争

力を高め、持続的な発展に寄与する人材育成を図る。 

令和 5 年度実施計画 30  件   

 

イ 支援機構佐賀支部 佐賀職業能力開発促進センター 

 令和 5 年度の定員・訓練科目は、以下のとおりである。 

（ア）在職者訓練 

ものづくり分野を中心に、事業主等の人材育成ニーズに基づき計画･実施

するレディメイドセミナーや、事業主団体及び事業主等の要望に応じて実施

するオーダーメイドセミナーを行う。 

 

 

 

 

 

令和 5 年度実施目標値 400 人 

 

（イ）生産性向上支援訓練 

企業の生産性向上に必要な生産管理、品質管理、原価管理、物流及びマー 

ケティング等に関する知識やスキル及び情報セキュリティ等の IT 理解・活 

用力を習得するため、民間機関等を活用した職業訓練を行う。 

令和 5 年度実施目標値 560 人 

 

（３）学卒者に対する公共職業訓練 

産業技術学院では、高等学校新卒者や若手離転職者を対象に、ものづくり分野の職

業訓練科目を設定し、生産現場で即戦力となる若手・技能者を育成するための施設内

訓練を実施する。 

施設名称 担当科 コース数 定員 

佐賀県立 

産業技術学院 

DX 基礎（外部講師） 2 40 人 

建築技術・設計科 1 10 人 

機械技術科 2 16 人 

自動車工学科 1 10 人 

電気システム科 1 10 人 

木工芸デザイン科 － － 

合  計 ５科 7 コース 86 人 

施設名称 訓練分類 コース数 定員 

佐賀職業能力開発

促進センター 

機械系 43 430 人 

電気・電子系 22 220 人 

居住系 12 120 人 

合    計 ３系  77 コース 770 人 
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・令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

全ての訓練科を 34 歳以下、普通課程 2 年コースで実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

障害者委託訓練では、特に法定雇用率が未達成である企業や、障害者の雇用の経験

の乏しい企業等を開拓しつつ、知識・技能習得訓練コースにおいて就職支援を実施す

るなど、訓練内容や就職支援の充実を図りながら、引き続き推進するものとする。 

併せて、採用時に必要なコミュニケーション能力等の社会的スキルが乏しい障害者

に対して、就職活動や就職の実現に資する委託訓練を引き続き実施するものとする。 

障害者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組として、障害者の就業ニ

ーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練内容等の見直しを行うものとする。 

また、障害者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉及び教

育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

さらに、障害者の福祉から就労への移行を促進するため、佐賀県障害福祉計画（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号

）第 89 条の規定に基づき、都道府県が定める計画をいう。）を踏まえ、障害者福祉施

策と密接な連携を図るものとする。 

・令和 5 年度に開始する訓練の訓練定員を 56 人として実施する。 

・ 障害のある方の職業的自立を支援するため、各人の能力や適性に応じた職業的基 

礎と技能を身に付ける職業訓練を実施する。 

   ・ 訓練終了 3 ヶ月後における就職率は、55％を目指す。 

・ 令和 5 年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建築技術・設計科 15 人 

機械技術科 20 人 

自動車工学科 15 人 

電気システム科 20 人 

木工芸デザイン科 10 人 

合    計 ５科 80 人 

訓練コース名 訓 練 期 間 定   員 

知識・技能習得訓練コース 3か月 15人 

実践能力習得訓練コース 3か月 12人 

ｅ－ラーニングコース 4か月 5人 

特別支援学校早期訓練コース 2か月 24人 

合       計 56人 
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５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

  ＜リスキリングの推進＞ 

総務省における令和５年度地方財政対策のひとつとして、「地域におけるリス

キリングの推進に関する地方財政措置」が創設されたところ。 

本県では、従前から実施している在職者訓練について、令和 5 年度も引き続き

取り組みつつ、県内のニーズ等を踏まえた上で、必要とされる人材確保に向け、

デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングについても適宜取り組んで

いく。 

また、リスキリングの推進に向けては、県内市町とも連携を図ることとし、今後 

は、市町も含めた県内の取組状況について別途事業一覧として整理の上、地域職業 

能力開発促進協議会において、適宜、報告・議論を行うこととする。 
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佐賀県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野 70 10 60

営業・販売・事務分野 510 420 90

医療事務分野 152 132 20

介護・医療・福祉分野 115 95 20

農業分野 0

旅行・観光分野 0

デザイン分野 140 140

製造分野 290 65 225

建設関連分野 75 15 60

理容・美容関連分野 0

その他分野 121 5 56 60

135 135

合計 1,608 80 802 341 385

（参考）
デジタル分野 270 0 150 60 60

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

※　情報系訓練の1部が、R5よりIT分野から、営業・販売・事務分野に区分変更

求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）

求職者支援訓練（基礎コース）

ハロートレーニング（離職者向け）の令和５年度計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（高齢・障害・求職者支
援機構）

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画

別添
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令和６年度佐賀県地域職業訓練実施計画 

 

１ 総説 

(１) 計画のねらい 

本計画は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）に基づき、公共職業

能力開発施設等で行われる職業訓練（以下「公共職業訓練」という。）や、職業訓

練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47  

号。以下「支援法」という。）第 2 条に規定する特定求職者（以下「特定求職者」

という。）に対する支援法第 4 条第 1 項の規定により厚生労働大臣の認定を受け

た職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）について、国及び佐賀県が一体と

なって特定求職者を含む求職者等に対する職業訓練受講の機会を十分に確保する

ため、職業訓練の実施に関し、重要な事項を定めたものである。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期間

」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」

という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、職業

の安定及び労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、佐賀労働局、佐賀県

内公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）及び地方公共団体等関係機

関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るものとする。 

 

(２) 計画期間 

計画期間は、令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までとする。 

 

(３) 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行う。 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

（１） 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

労働市場の動向としては、本県における令和５年の有効求人倍率は 1.37 倍で、前

年から 0.03 ポイント上昇し、令和４年２月以降 23 か月連続で 1.3 倍台以上で推移

している。雇用は回復傾向にある一方、企業の人手不足感が高まっており、特に、中

小企業や医療・介護・保育・建設・運輸・保安分野においては、その状況が顕著とな

っている。 

少子高齢化・人口減少が急速に進展する中、本県の持続的な成長と分配の好循環を

実現するためには、賃金の引上げ等の労働条件の向上・改善、多様な人材の活躍促 

進、求職者の能力開発等による求人と求職のマッチング推進、人材育成による生産性

の向上などにより、企業の事業体制の確保・整備を支援することで、継続的な賃上げ

につなげる必要がある。 

 こうした課題を踏まえ、公的職業訓練においては、人手不足が深刻な分野、デジタ
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ル等の成長が見込まれる分野等に向けた人材の育成を図るとともに、在職者の生産

性の向上を進める等、企業の人材ニーズを踏まえた職業能力開発の機会を確保・提供

することが重要である。 

また、女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進のため、それぞれの課題に

応じた能力開発を行い、円滑な再就職を図る必要がある。 

令和５年７～８月に、県内のハローワーク（佐賀、唐津、武雄、伊万里、鳥栖、鹿

島）で実施した「訓練ニーズに関するアンケート調査」の結果では、回答した求人者

141 事業所のうち、社会人として身に着けておくべき IT スキルは、多い順で「文書

作成（基礎）」が 73 事業所（51.8％）、「表計算（基礎）」が 57 事業所（40.4％）

であり、ワード・エクセル・ホームページ作成など基礎的なスキルについて一定のニ

ーズが見られた。 

また、アンケートに回答した求職者 767 名のうち、「職業訓練を受講してみたい」

と回答した求職者は 233 名（19.5％）で、受講してみたい訓練コースは、多い順に「

事務系（会計・簿記・医療事務等）」が 163 名（30.4％）、「情報系（IT 関連・Web

デザイン等）」が 67 名（8.7％）であった。 

こうした求人者及び求職者のニーズを踏まえ、IT 分野の資格取得を目指す委託訓

練コースの訓練委託費等の上乗せ措置などを活用し、デジタル分野の訓練をより一

層推進する必要がある。 

一方で、「職業訓練を知らない」と回答した求職者が 306 名（39.9％）であり、今

後も引き続き公的職業訓練についてハローワークや SNS 等で周知広報を行い、受講

者の増加につなげる必要がある。 

 

（２）令和５年度における公的職業訓練をめぐる状況 

・ 令和５年度の佐賀県内における新規求職者のうち、特定求職者に該当する可能 

性のある者の数は令和５年 11 月末現在で 12,797 人であった。 

  そうした中、令和５年度の職業訓練の受講者数は次のとおりであった。 

公共職業訓練（離職者訓練）  642 人（令和５年 11 月末現在） 

求職者支援訓練             245 人（令和５年 11 月末現在） 

公共職業訓練（在職者訓練） 773.5 人（令和５年 11 月末現在） 

うち生産性向上支援訓練     666 人（令和５年 11 月末現在） 

   ・ 令和５年度の職業訓練の就職率は次のとおりであった。 

公的職業訓練（離職者訓練）うち 

施設内訓練(佐賀職業能力開発促進センター） 89.5％ 

（令和 5 年 8 月末現在） 

委託訓練（県立産業技術学院）77.0％ 

（令和 5 年 8 月末現在） 

求職者支援訓練      

基礎コース                58.5％ 

実践コース                43.9％ 

 

注 1 求職者支援訓練については、平成 26 年 4 月に開講した職業訓練コース
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から雇用保険適用就職率を目標設定に用いている。 

注 2 公共職業訓練（施設内訓練・委託訓練）は令和 5 年 4 月から令和 5 年 8

月末までの訓練修了者等の訓練修了後 3 か月の就職率である。 

注 3 求職者支援訓練の基礎コース及び実践コースは、令和 4 年 4 月以降、令

和 5 年 3 月末までに修了したコースの訓練修了者等の訓練修了後 3 か月

の就職率である。 

 

（３）公的職業訓練の効果的な実施のための取組 

公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会や受講者を適

切に確保するとともに、職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現する上

で、佐賀労働局・佐賀県・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「支

援機構」という。）佐賀支部が一体的に公的職業訓練の実施に係る調整を行う。特   

に、求職者支援訓練については、委託訓練と訓練対象者が重なり、訓練実施機関も同

一となることが多いこと等から、訓練申込者が分散し中止となるコースが発生するこ

とを極力避けるため、同一分野の訓練コースの募集期間や訓練期間が可能な限り委託

訓練と重複しないよう留意し、設定を行う。 

また、地域の訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解や協力を得て、訓練カ

リキュラム等の見直しも含め、訓練の実施結果や地域の人材ニーズを踏まえた改善の

ための取組も必要である。このため、令和６年度においても、地域職業能力開発促進

協議会を開催して、関係者の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実

効ある職業訓練の在り方について検討を行う。 

地域職業能力開発促進協議会においては、公的職業訓練に係る訓練分野や規模、時

期及び地域等について具体的な調整を行うため、佐賀労働局職業安定部訓練課、佐賀

県産業労働部産業人材課及び支援機構佐賀支部からなるワーキング・グループにおい

て、地域の産業ニーズを踏まえた訓練内容の検討及び訓練効果を上げるために訓練カ

リキュラム等の改善を図るため、訓練効果の検証を行う。 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

 離職者を対象とする公的職業訓練については、佐賀県内において人材不足が深刻な分

野や、成長が見込まれる分野等の人材育成に重点を置きつつ実施する。 

令和４年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、応募倍率が高く、就

職率が低い訓練分野（「IT 分野」、「営業・販売・事務分野」）が見られた。これらの

分野における課題の解消を目指すため、即戦力を重視した実技科目の設定や「応募書類

の作成支援」に力点を置いたキャリアコンサルティングの実施等に取り組む。 

また、応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」、「製造分野

」）の課題解消に向けて、訓練コースの内容や訓練効果について、わかりやすく効果的

な周知等、広報の強化を図る。 

県内における公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう引き続き、佐賀労働 

局、佐賀県及び支援機構佐賀支部をはじめとする関係地方自治体・行政機関、訓練実施 

機関・団体や労使団体等の幅広い連携・協力関係を密にして、佐賀県の人材育成に取り 
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組む。  

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

(１) 離職者に対する公的職業訓練 

ア 離職者に対する公共職業訓練 

・ 離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消するた   

め、知識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じた様々な民間教育

訓練機関を活用した委託訓練と、佐賀県立産業技術学院及び支援機構佐賀支部佐賀職

業能力開発促進センターが行う施設内訓練との役割分担の下実施し、地域における離

職者等の多様な就業ニーズ及び企業の人材ニーズに応じた支援を行う。 

・ 本県における施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関で

は実施することが困難な「ものづくり分野」において実施する。 

・ 雇用のセーフティネットとして、ひとり親等特別な配慮や支援を必要とする求職者 

に対して、態様に応じた職業訓練を実施する。 

・ 出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため 

託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

また、多様な民間教育訓練機関等を活用し、育児中の女性等のリカレント教育に資 

する職業訓練を実施し早期就職を支援する。 

・  これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者を対象として、国家資 

格の取得等を目指す長期の訓練コースを引き続き実施する。 

・ デジタル分野の訓練コースを推進していく一方で、産業構造の変化や人材の流動化 

に対応するため、社会人として標準的に習得を求められる基礎的な IT リテラシーを 

習得する訓練コースも引き続き実施する。 

・ 効果的な離職者訓練の実施のための取組として、県内産業界及び地域の人材ニーズ

を把握し、訓練科の見直しを行う。離職者訓練の訓練科のうち、定員の充足状況や修

了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、そ

の内容等の見直しを図る。また、就職率の向上を図るため、ハローワークとの連携の

下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング及び求人情報の提供等の計

画的な就職支援を実施する。 

・ 委託訓練については、地域職業能力開発促進協議会により、県内産業界や地域の人 

 材ニーズに即した訓練カリキュラムの開発・検証等を推進することにより、就職率の 

 向上を図る。 

 

① 施設内訓練に係る実施規模と分野 

  〇佐賀県立産業技術学院 

  ・ 産業技術学院では、高等学校新卒者や若手離転職者を対象に、ものづくり分野の

職業訓練科目を設定し、施設内訓練を実施する。生産現場で即戦力となる若手・技

能者を育成するための訓練を実施する。 

  ・ 令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 
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全ての訓練科を 34 歳以下、普通課程２年コースで実施する。 

なお、従前の「機械技術科」は令和６年度から「機械システム科」へと学科名称 

   を変更し、デジタル技術・制御に関するカリキュラムを強化する。 

 

 

〇支援機構佐賀支部佐賀職業能力開発促進センター 

 佐賀職業能力開発促進センターでは、地域の事業主団体や事業主等の人材ニー  

ズに基づき、主にものづくり分野であって、民間教育訓練機関では実施が難しいコー

スを実施する。 

（ア）短期課程普通職業訓練 

・ 佐賀職業能力開発促進センターでは、短期課程普通職業訓練を実施する。 

（訓練期間：６ヶ月） 

・ 令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 日本版デュアルシステム （短期課程活用型） 

・ 日本版デュアルシステム（短期課程活用型）では、概ね 55 歳未満の求職者を 

対象に、佐賀職業能力開発促進センターで実施する職業訓練と企業等での実習 

を組み合わせて実施する。（訓練期間：６ヶ月） 

・ 令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

（ウ） 橋渡し訓練（集合型） 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建築技術・設計科 15 人 

機械システム科 20 人 

自動車工学科 15 人 

電気システム科 20 人 

木工芸デザイン科 10 人 

合    計 ５科 80 人 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀職業能力開発

促進センター 

CAD/NC オペレーション科 60 人 

CAD ものづくりサポート科 30 人 

溶接技術科 48 人 

電気設備施工科 60 人 

住環境 CAD 科 60 人 

合    計 ５科 258 人 

施設名称 訓練科名 定員 

佐賀職業能力 

開発促進センター 

電気保全サービス科 24 人 

合    計 １科 24 人 
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上記（ア）訓練コース開講前に、コミュニケーション能力やビジネスマナー、 

     各訓練科において必要となる専門基礎能力や IT に係る能力を習得する訓練を 

  行う。（訓練期間：１ヶ月） 

 

 

 

 

② 委託訓練に係る実施規模と分野 ＜佐賀県立産業技術学院＞ 

  委託訓練では、専修学校、NPO 法人等民間教育訓練機関の様々な教育資源を活用 

 しながら、地域の雇用情勢や産業界のニーズに的確に対応し、雇用が見込まれる分 

野の職業訓練を、機動的かつ弾力的に実施する。 

・ 令和６年度に開始する訓練の訓練定員を 754 人として実施する。 

・ 訓練分野は、雇用の受け皿として期待される介護、保育及び医療などの分野や会 

計経理・ビジネス実務等企業の即戦力となる人材及び IT 分野をはじめ様々なデ 

ジタル人材等を養成する訓練を充実させる。 

・ 出産・育児等により一旦離職した女性やひとり親等が安心して職業訓練を受講で 

きる環境を整備するため、託児サービス付及び短時間のコースを設定する。 

・ 中高年齢者等、多様なニーズに配慮したコースを設定する。 

・ 令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 公共職業訓練（離職者訓練）受講者の訓練３ヶ月後における就職率は、 

施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。 

 

イ 求職者支援訓練 

    計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や自営 

廃業者等の雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセーフ

ティネットとしての機能が果たせるよう、訓練認定規模 455 人を上限とする。 

求職者支援訓練については、基礎的能力のみを習得する基礎コースと、基礎的能

力から実践的能力までを一括して習得する実践コースを設定する。その際、成長分

野及び人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域における

産業の動向や求人ニーズを踏まえたものとする。 

実践コースについて、成長分野や基幹産業でより横断的に活用できる技能の習得

や安定した就職の実現に資するよう、地域の状況や工夫に応じて主体的に独自の訓

施設名称 定員 

佐賀職業能力開発促進センター 56 人 

施設名称 区分 定員 

 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建設系 0 人 

事務系 152 人 

情報系 550 人 

サービス系 26 人 

介護系 26 人 

その他 0 人 

合    計 ４系 754 人 
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練分野や特定の対象者を念頭に置いた訓練コースの設定にも努める。 

また、県内において訓練機会の提供が不足している地域について、地域ニーズ枠

を設定することとし、当該地域の訓練ニーズ及び公共職業訓練（離職者訓練）の実

施状況等を踏まえた上で、認定規模の 10％以内で設定する。 

子育て中の女性の再就職を支援するため、短時間の訓練コース及び託児サービス

付き訓練コースの設定を推進する。 

求職者支援訓練のうち、次の上限値以下で新規参入となる職業訓練を認定する。 

  基礎コース 上限値 30％ 

 実践コース 上限値 30％ 

求職者支援訓練は、１ヶ月ごとに認定することとし、申請対象期間の設定数を超

える認定申請がある場合は、 

新規参入枠については、職業訓練計画案等が良好なものから 

実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

・雇用保険適用就職率の目標は、基礎コース 58％、実践コース 63％を目指す。 

・令和６年度の訓練認定分野、規模及び認定における規定は以下のとおりである。 

 

佐賀県における令和６年度の求職者支援訓練の実施規模と分野【暫定】 

 
 

※１．認定は１ヶ月毎に行う。認定単位期間毎の具体的な内容は、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構佐賀支部のホームページで周知する。 

※２．各コースの定員数は概ね１０～３０名の範囲とし、応募状況により地域職業訓練

実施計画に定める訓練実施規模の枠内において定員増の変更が可能とする。 

※３．計画数を超える申請があった場合は、就職実績や運営体制等より選定する。 

※４．認定単位期間内に１申請機関の申請は、全分野を通じて２コースを上限とする。 

※５．基礎コースの「地域ニーズ枠」は、ハローワーク武雄・鹿島管轄区域内（武雄市、

鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡）において実施する優先枠として設定し、認定枠

の内数である。なお当該枠の認定がない場合、翌期以降に同じ地域ニーズ枠として

設定することができる。 

※６．新規参入枠（規模）は、訓練実施規模の枠内において基礎コースは３０％以内、

実践コースは分野全体の３０％以内とするが、１コースの定員に満たない場合であ

っても１コースは枠として設定できることとする。新規参入枠と実績枠が競合した
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場合、新規枠を優先する。 

※７．ｅラーニングコースについては実践コースの分野全体の３０％以内とする。 

※８．実践コースの全国共通分野（介護･医療･福祉、医療事務、デジタル）で認定数が

上限を下回った場合には、申請の状況及び翌期以降の計画等を鑑み、必要に応じ同

一認定単位期間の「営業･販売･事務分野」または「その他の分野」に振り替えるこ

とができる。 

※９．実践コースの全国共通分野以外の訓練分野（営業･販売･事務、その他）のいずれ

かで認定数が上限を下回った場合には、申請の状況及び翌期以降の計画等を鑑み、

必要に応じ同一認定単位期間の他方の分野に振り替えることができる。 

※１０．第４四半期においては基礎コース・実践コース間の振り替えを行うことができ

る。振り替え後繰り越し分及び中止分が上乗せされる場合がある。 

※１１．上記以外に状況に応じて別途、定員調整を行う場合がある。  

 

※デジタル系は IT 分野、デザイン分野の Web デザインの訓練コースを指す。 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組や次年度への課題 

比較的応募倍率が低い訓練コースへの受講勧奨の強化のため、県内のハローワークで

開催されている月１回の訓練説明会や初回講習会において、公共職業訓練の説明時間を

設け説明を行うなど、各機関のホームページなどによる広報と併せ、効果的な周知や広

報の強化を行った。また、比較的応募倍率が高いが就職率が低い訓練コースについて 

は、受講者に対しハローワークと連携した就職支援の強化を行った。 

令和６年度に向けての受講者を増やすための取組としては、佐賀職業能力開発促進セ

ンターの施設内訓練においては、定員の確保が難しく、受講者及び修了生から「もっと

長く（深く）学びたかった」といった意見が寄せられていた「ものづくりベーシック  

科」を廃科とし、同科の訓練内容を拡充した「CAD ものづくりサポート科」を新設す   

る。求職者支援訓練においては、委託訓練と訓練対象者が重なり、訓練実施機関も同一

であることが多いこと等から、申込者が分散し中止コースが増えることを極力避けるた 

め、同一分野の訓練の募集期間及び訓練期間が可能な限り委託訓練と重複しないよう設

定を行う。 

また、委託訓練においては、就職実績に応じた委託費を支給することにより、就職率

の向上とともに、求職者の安定的な雇用の実現を図る。訓練修了１ヶ月前を目途に就職

先が決まっていない訓練生について、必ずハローワークに誘導を行い、就職相談を受け

ることができるよう、訓練コースのカリキュラムに就職活動日を設定し、就職支援の徹

底を図る。 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練等 

在職者訓練については、県内の産業構造の変化や技術の進歩等による業務の変化に

対応する高度な技能及びこれに関する知識を習得させる職業訓練であって、民間教育

訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

効果的な在職者訓練の実施のための取組として、県内の中小企業事業主等の人材育

成ニーズを把握した上で、真に必要とされている在職者訓練の訓練科の設定を行うと

ともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに即した実施方法等により行う。 
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また、支援機構佐賀支部佐賀職業能力開発促進センターに設置した生産性向上人材

育成支援センターでは、中小企業の生産性向上に必要な生産管理や従業員の IT 利活用

等（全ての従業員が今後標準的に装備することが期待されているもの。）の習得に資

する訓練を実施する。 

 

＜在職者訓練に係る実施規模と分野＞ 

ア 佐賀県立産業技術学院 

 令和６年度の定員・訓練科目は、以下のとおりである。 

（ア）レディメイド訓練 

 あらかじめテーマ、訓練実施日時等を設定した上で、在職者技能向上訓練を 

 実施し、県内企業の人材育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）オーダーメイド訓練 

県内企業が「必要なときに」「必要な訓練を受ける」ことができる「オン

デマンド型」の在職者技能向上訓練を実施することにより、県内企業の競争

力を高め、持続的な発展に寄与する人材育成を図る。 

令和６年度実施計画 38 件 

 

イ 支援機構佐賀支部 佐賀職業能力開発促進センター 

 令和６年度の定員・訓練科目は、以下のとおりである。 

（ア）在職者訓練 

ものづくり分野を中心に、事業主等の人材育成ニーズに基づき計画･実施

するレディメイドセミナーや、事業主団体及び事業主等の要望に応じて実施

するオーダーメイドセミナーを行う。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

施設名称 担当科 コース数 定員 

佐賀県立 

産業技術学院 

DX 基礎（外部講師） 2 40 人 

建築技術・設計科 1 15 人 

機械システム科 － － 

自動車工学科 1 10 人 

電気システム科 1 10 人 

木工芸デザイン科 1 10 人 

合  計 ５科 ６コース 85 人 

施設名称 訓練分類 コース数 定員 

佐賀職業能力開発

促進センター 

生産技術科 40 359 人 

制御技術科 15 145 人 

ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ技術科 2 20 人 

電気技術科 4 40 人 

電子技術科 2 20 人 

建築科 8 80 人 

建築設備科 2 20 人 

合    計 ７科  73 コース 684 人 
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令和６年度実施目標値 410 人 

 

（イ）生産性向上支援訓練 

企業の生産性向上に必要な生産管理、品質管理、原価管理、物流及びマーケ

ティング等に関する知識やスキル及び情報セキュリティ等の IT 理解・活用力

を習得するため、民間機関等を活用した職業訓練を行う。 

令和６年度実施目標値 600 人 

 

（３）学卒者に対する公共職業訓練 

産業技術学院では、高等学校新卒者や若手離転職者を対象に、ものづくり分野の職

業訓練科目を設定し、生産現場で即戦力となる若手・技能者を育成するための施設内

訓練を実施する。 

・令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

全ての訓練科を 34 歳以下、普通課程２年コースで実施する。 

なお、従前の「機械技術科」は令和６年度から「機械システム科」へと学科名称  

を変更し、デジタル技術・制御に関するカリキュラムを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

障害者委託訓練では、特に法定雇用率が未達成である企業や、障害者の雇用の経験

の乏しい企業等を開拓しつつ、知識・技能習得訓練コースにおいて就職支援を実施す

るなど、訓練内容や就職支援の充実を図りながら、引き続き推進するものとする。 

併せて、採用時に必要なコミュニケーション能力等の社会的スキルが乏しい障害者

に対して、就職活動や就職の実現に資する委託訓練を引き続き実施する。 

障害者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組として、障害者の就業ニ

ーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練内容等の見直しを行う。 

また、障害者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉及び教

育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

さらに、障害者の福祉から就労への移行を促進するため、佐賀県障害福祉計画（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号

）第 89 条の規定に基づき、都道府県が定める計画をいう。）を踏まえ、障害者福祉施

策と密接な連携を図る。 

・令和６年度に開始する訓練の訓練定員を 61 人として実施する。 

・ 障害のある方の職業的自立を支援するため、各人の能力や適性に応じた職業的基 

施設名称 訓練科名 定員 

 

佐賀県立 

産業技術学院 

建築技術・設計科 15 人 

機械システム科 20 人 

自動車工学科 15 人 

電気システム科 20 人 

木工芸デザイン科 10 人 

合    計 ５科 80 人 
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礎と技能を身に付ける職業訓練を実施する。 

   ・ 訓練終了３ヶ月後における就職率は、55％を目指す。 

・ 令和６年度の定員・訓練科目は、 以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

  ＜リスキリングの推進＞ 

総務省における令和５年度地方財政対策のひとつとして、「地域におけるリス

キリングの推進に関する地方財政措置」が創設された。 

本県では、従前から実施している在職者訓練について、令和６年度も引き続き

取り組みつつ、県内のニーズ等を踏まえた上で、必要とされる人材確保に向け、

デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングについても適宜取り組む。 

また、リスキリングの推進に向けては、県内市町とも連携を図ることとし、今後 

は、市町も含めた県内の取組状況について別途事業一覧として整理の上、地域職業 

能力開発促進協議会において、適宜、報告・議論を行う。 

訓練コース名 訓 練 期 間 定   員 

知識・技能習得訓練コース 3か月 15人 

実践能力習得訓練コース 3か月 12人 

ｅ－ラーニングコース 4か月 10人 

特別支援学校早期訓練コース 2か月 24人 

合       計 61人 
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佐賀県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野 140 50 90

営業・販売・事務分野 460 360 100

医療事務分野 162 132 30

介護・医療・福祉分野 105 45 60

農業分野 0

旅行・観光分野 0

デザイン分野 160 160

製造分野 287 65 222

建設関連分野 75 15 60

理容・美容関連分野 0

その他分野 113 7 56 50

125 125

合計 1,627 80 754 338 455

（参考）
デジタル分野 450 0 210 150 90

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）

求職者支援訓練（基礎コース）

ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（高齢・障害・求職者雇
用支援機構）

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画

別添
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